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第３７回あわら市議会定例会議事日程 

 

第 １ 日 

平成２１年３月２日（月） 

午前９時３０分開議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第 ６号 平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ４ 議案第 ７号 平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計 

補正予算（第４号） 

日程第 ５ 議案第 ８号 平成２０年度あわら市老人保健特別会計 

補正予算（第４号） 

日程第 ６ 議案第  ９号 平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第 ７ 議案第１０号 平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計 

補正予算（第３号） 

日程第 ８ 議案第１１号 平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計 

補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第１２号 平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計 

補正予算（第２号） 

日程第１０ 議案第１３号 平成２０年度あわら市公共下水道事業会計 

補正予算（第３号） 

日程第１１ 議案第１４号 平成２０年度あわら市水道事業会計補正予算（第３号）  

日程第１２ 議案第１５号 平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計 

補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第１６号 平成２１年度あわら市一般会計予算 

日程第１４ 議案第１７号 平成２１年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１５ 議案第１８号 平成２１年度あわら市老人保健特別会計予算 

日程第１６ 議案第１９号 平成２１年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１７ 議案第２０号 平成２１年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第２１号 平成２１年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算 
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日程第１９ 議案第２２号 平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会計予算 
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日程第２２ 議案第２５号 平成２１年度あわら市工業用水道事業会計予算 

日程第２３ 議案第２６号 平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計予算 

日程第２４ 議案第２７号 平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

日程第２５ 議案第２８号 あわら市文化会館条例の制定について 

日程第２６ 議案第２９号 あわら市職員定数条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第２７ 議案第３０号 あわら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用 

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２８ 議案第３１号 あわら市特別会計条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第２９ 議案第３２号 あわら市行政財産の目的外使用に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

日程第３０ 議案第３３号 あわら市金津雲雀ヶ丘寮基金条例の一部を改正する条例 

の制定について 

日程第３１ 議案第３４号 あわら市社会福祉センター条例の一部を改正する条例の 

制定について 

日程第３２ 議案第３５号 あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３３ 議案第３６号 あわら市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する 

条例の制定について 

日程第３４ 議案第３７号 あわら市営住宅条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第３５ 議案第３８号 あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第３６ 議案第３９号 あわら市藤野厳九郎記念館条例の一部を改正する条例 

の制定について 

日程第３７ 議案第４０号 あわら市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例 

の制定について 

日程第３８ 議案第４１号 あわら市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

日程第３９ 議案第４２号 あわら市農業集落排水事業基金条例を廃止する条例の 

制定について 

日程第４０ 議案第４３号 あわら市剱岳農村環境改善センター条例を廃止する条例 

の制定について  

日程第４１ 議案第４４号 あわら市熊坂農村環境改善センター条例を廃止する条例 

の制定について 
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日程第４２ 議案第４５号 あわら市南部集会所条例を廃止する条例の制定について 

日程第４３ 議案第４６号 あわら市勤労福祉会館条例を廃止する条例の制定 

について 

日程第４４ 議案第４７号 あわら市働く女性の家条例を廃止する条例の制定 

について 

日程第４５ 議案第４８号 市有財産の無償譲渡について 

日程第４６ 議案第４９号 市有財産の無償譲渡について 

日程第４７ 議案第５０号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第４８ 議案第５１号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第４９ 議案第５２号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５０ 議案第５３号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５１ 議案第５４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５２ 議案第５５号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５３ 議案第５６号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５４ 議案第５７号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５５ 議案第５８号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第５６ 議案第５９号 市道路線の認定について 

日程第５７ 議案第６０号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

（散  会） 
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 ◎議長開会宣告 

○議長（東川継央君） ただ今から、第３７回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 32 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（東川継央君） 開会にあたり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第３７回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

３月に入り、冬もようやく終わりを告げようとしておりますが、議員各位には、

ご健勝にてお過ごしのことと、心よりお慶び申し上げます。 

さて、昨日開催いたしました「あわら市誕生５周年記念式典」には、議員各位に

は大変御多用の中、ご臨席を賜り誠にありがとうございました。 

   お陰様をもちまして、山崎自由民主党参議院幹事長を始め多数のご来賓と、４０

０人を超える市民の皆様のご参加をいただき、あわら市の満５歳の誕生日を祝うこ

とができました。 

   また、あわら市民憲章のコーラスや、ふるさとあわら地域力コンテストの最終審

査も滞りなく執り行うことができ、議員各位のご協力に改めて御礼申し上げます。 

 ところで、先の議会臨時会におきまして、国の第２次補正予算に係る本市の補正

予算をご承認いただき、誠にありがとうございました。 

   これを受けまして、定額給付金や子育て応援特別手当を、正確かつ迅速に給付で

きるよう準備事務を進めているところであります。 

また、あわら市商工会におきましても、定額給付金の給付に合わせて、「あわら・

ワクワク・プレミアム商品券」を発行する予定であります。市民の皆様にはこれを

ご利用いただくなど、是非とも地元での消費拡大にご協力いただきますようお願い

したいと思っております。 

景気が低迷している中、今後とも、市民の皆様の生活支援と地域経済対策に、積

極的かつ迅速な対応に努めて参りたいと考えております。 

本定例会は、新年度予算をご審議いただく、最も重要な議会でございます。提出

いたします議案は、平成２０年度補正予算及び平成２１年度当初予算に関するもの

２２議案、条例の制定又は改廃に関するもの２０議案、市有財産の無償譲渡に関す

るもの２議案、公の施設の指定管理者の指定に関するもの９議案、市道路線の認定

に関するもの１議案及び人事に関するもの１議案の全５５議案であります。 

各議案の内容、提案の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ、慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上

げ、招集のごあいさつといたします。 
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◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 

   ◎諸般の報告 

○議長（東川継央君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 事務局長。 

○局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 

平成２０年１２月２日招集の第３５回定例会において、議決されました議案につ

きましては、１２月１８日付けで、平成２１年２月１３日招集の第３６回臨時会に

おいて、議決されました議案につきましては、２月１６日付けで、それぞれ市長宛

に会議結果の報告を行っております。 

   次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案５５件であります。 

本定例会の説明出席者は、市長以下１３名であります。 

以上でございます。 

 

◎行政報告 

○議長（東川継央君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、総務部関係でございますが、総務課所管では、高知県香美市との姉妹都市

締結についてご報告いたします。 

高知県の香美市は、平成１８年３月１日に、土佐山田町、香北町、物部村が合併

して誕生した市であります。 

合併前の昭和４８年、芦原町と金津町では、三国町とともに、この高知県の３町

村と姉妹都市の締結を行い、交流を続けて参りました。 

ところが、平成の大合併により、姉妹都市の枠組みが崩れ、それ以降、交流が中

断していたわけでありますが、香美市より姉妹都市交流の継続の申し入れをいただ

き、また、昨年の観月の夕べに、香美市から特産品が出展されたことなどから、今

回あわら市の誕生５周年に併せ、姉妹都市の締結を行う運びとなったものでありま

す。 

調印式は、昨日開催されました「あわら市誕生５周年記念式典」に先立ち、午前

１０時から市役所の２階特別室におきまして、執り行っております。 

   また、これと併せまして、両市の災害時相互応援協定書も締結いたしました。 

   これを機に、香美市との絆を確認し、気候も風土も異なる両市でありますが、そ
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れぞれの特性を生かしながら交流を行って参りたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

   次に、緊急雇用対策としての臨時職員の雇用についてでありますが、事務補助２

名の募集を行ったところ、２月９日の締め切りまでにハローワークを通じて３人の

応募がありました。２月１２日に面接を行い、２人を採用し、収納推進課と健康長

寿課に配置いたしました。 

   なお、雇用期間は、２月１６日から３月３１日までとしております。 

   次に、定額給付金の給付に関する事務の進捗状況について申し上げます。 

   定額給付金２兆円など、生活対策関係経費を計上した国の平成２０年度第２次補

正予算が、去る１月２７日に成立をしております。 

これを受けまして、あわら市では、今後、正確かつ迅速な給付ができるよう準備

を進めるため、２月３日付けで、副市長以下７名の本部員と関係課の７班からなる

全庁的な体制の「定額給付金給付事業本部」を設置しております。 

この本部会議においては、子育て応援特別手当事務との連携や定額給付金の給付

に合わせた地域での消費拡大施策も併せて検討することとしております。 

   これまで、本部会議を２回開催し、申請書の様式や、郵送方法、申請の受付体制

などについて協議を行っております。 

   申請の受付体制につきましては、原則、窓口申請により行うことで考えており、

地区ごとに割り振りを行い、市内１１会場に職員が出向いて、申請を受け付ける予

定であります。 

   なお、日程といたしましては、３月２１日、２２日の２日間を予定しております。 

   また、どうしても会場にお越しいただけない住民の方には、郵送により申請して

いただくことも考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、防災行政無線の実施設計業務の進捗状況について申し上げます。 

   本業務につきましては、昨年７月３０日に株式会社東海システム設計と業務委託

の契約を行い、業者は、市内一円をくまなく回り、電波伝搬の状況や屋外拡声子局

設置予定場所の調査を行うとともに、基本計画書や設計工事仕様書の作成、工事の

設計積算などを鋭意、進めております。 

当初、市内一円すべてをカバーできるＭＣＡ方式でのシステムに移行する方針で

ありましたが、北陸総合通信局の指導等により、現在、旧芦原町の区域で整備され

ているアナログ式を併用しての整備を検討しております。 

なお、整備につきましては、平成２１年度に旧金津町のエリアを、平成２２年度

に旧芦原町のエリアを整備する予定でおりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、市民福祉部関係でございますが、市民生活課所管では、１２月議会定例会

でご承認いただきました自動交付機の増設について申し上げます。 

財団法人地方自治センターが提供するＩＣカード標準システムの助成を受け、今

回は主に、芦原地区を対象に、高齢者や交通弱者の方々の利便性とセキュリティを

考慮し、「セントピアあわら」に増設するものであります。来る３月２０日より供
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用開始し、住民サービスの充実を図って参りたいと考えております。 

   なお、本年度、県下の同システムの導入状況につきましては、大野市、高浜町、

おおい町及び若狭町が新規導入いたしております。 

   次に、土木部関係でございますが、建設課所管の主要事業の進捗状況についてご

報告いたします。 

まず、地方道路交付金事業の市道 滝･高塚線でありますが、平成１５年度から事

業に着手し、本年度末の予算ベースでの進捗率は、７３％となっております。本年

度は、主に広域農道との取り付け部分の盛土工事を実施したところであり、平成２

２年度末の完成を目指し、工事を進めております。 

次に、同じく市道 重義・国影線でありますが、本年度から事業に着手しており

ます。本年度に予定していた用地買収についてはすべて完了し、一部で工事を進め

ており、平成２３年度の完成を目指しております。 

また、雪寒事業の市道 十日･嫁威線の消雪工事につきましては、当初は平成１９

年度から３年間の事業計画で着手したところでありますが、国からの予算の配分と、

２度にわたる補正予算を議会でご承認いただいたことから、本年度の積雪前に工事

が完了することができ、積雪時に威力を発揮したところであります。 

続きまして、まちづくり交付金事業のＪＲ芦原温泉駅周辺地区でありますが、平

成１９年度から２１年度までの３年間、事業費総額 ６億２,５００万円で１１項目

のハード及びソフト事業を実施しております。本年度末の予算ベースでの進捗率は、

約９０％となっております。 

本年度については、市道 旭・山室線の消雪事業及び市道 下新橋線の歩道整備事

業は既に終了しております。また、都市公園の３箇所の整備については、初の試み

として、計画段階からワークショップを開催し、市民の皆様のご意見を取り入れた

計画のもと、年度末の完成を目指して工事を進めているところであります。 

   なお、将来の北陸新幹線延伸に対応した事業である、市道１０５号線及び西口駐

車場の整備についても、用地取得と物件補償が完了し、平成２１年度の完成を目指

して工事を進めているところであります。 

次に、北陸新幹線の県内延伸に向けた取組みについてご報告申し上げます。 

   北陸新幹線については、これまでに、西川知事を先頭に県内の関係団体が一丸と

なり、「敦賀までの工事実施計画の一括認可と早期整備」、さらに「北陸３県同時期

での福井開業」を求める運動を展開してきたところであります。 

   この結果、昨年の年末において、２つの点で県内延伸に向け大きく前進したもの

と確信をしております。 

   １点目は、１２月１６日に「整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググループ」

が開催され、福井県関係では、白山総合車両基地・福井間及び敦賀駅部の新規着工

が合意事項に盛り込まれたことであります。 

   この合意の中で、新規着工区間については、「できる限り早急に完成することを

前提に、平成２１年末までに認可するための所要の検討を進め、結論を得ること」
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が明記されております。 

   また、２点目と致しましては、１２月２４日に「平成２１年度政府予算案」が閣

議決定されたことであります。 

この予算案の中に、先の政府・与党ワーキンググループの合意事項を受け、整備

新幹線の未着工区間について、安定的な財源見通しの確保などの基本条件がすべて

確認された場合に、直ちに認可・着工できるよう、着工調整費として９億円が計上

されております。 

   これらのことから、金沢から福井までの「線」の整備方針が示され、認可と着工

に向けた手続きが、着々と確実に進んでいるものと考えております。 

   今後は、政府・与党で早急に基本条件の検証のための作業を進めていただき、「平

成２１年のできるだけ早い段階での認可、着工」を求めていくと共に、「福井まで

の早期開業と敦賀駅部の早期完成」を求める運動を、更に進めて参る所存でありま

す。 

最後に教育委員会関係でございますが、文化学習課所管の金津創作の森では、１

０月２５日から１２月１４日まで、「テレビの人形美術・友永詔三展」を開催いた

しました。ＮＨＫテレビ人形劇「プリンプリン物語」の人形美術を担当した作家・

友永詔三氏の人形と木彫作品等を展示し、会期中は １,６７１人の入場者がありま

した。 

また、１２月１９日から１月９日まで、「森の作家のちいさな展覧会」といたし

まして、創作の森入居作家７名の作品を展示いたしました。この展覧会は、積極的

に入居作家の皆さんの作品をご紹介しようという新たな試みで、展覧会会場横の市

民ギャラリーを、無料で観覧いただけるスペースとして開催いたしました。 

ご来館されるお客様に、展示替え期間中もできるだけ満足していただけるよう、

今後も継続して開催して参りたいと思います。 

現在は、「北欧の生活デザインと文化展」を開催しております。世界中で愛され

ている北欧の椅子、照明器具、食器類などの日用品を展示し、そのデザインの特性

や制作された社会背景にふれながら、文化や風土なども併せてご紹介しております。 

既に４,０００人を超える皆様にご観覧いただいており、３月８日までの開催を

予定しております。 

   以上で行政報告を終わります。 
 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１番、八木秀雄君、

２番、笹原幸信君の両名を指名します。 

 

◎会期の決定 

○議長（東川継央君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 
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本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２３日間としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より３月２４日までの２３日間と決定しまし

た。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 

◎議案第６号から議案第１５号の一括上程 

・委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第３、議案第６号、平成２０年度あわら市一般会計補正予

算（第７号）、日程第４、議案第７号、平成２０年度あわら市国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）、日程第５、議案第８号、平成２０年度あわら市老人保健特

別会計補正予算（第４号）、日程第６、議案第９号、平成２０年度あわら市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）、日程第７、議案第１０号、平成２０年度あ

わら市金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第３号）、日程第８、議案第１１号、平

成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）、日程第９、議

案第１２号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予算（第２号）、

日程第１０、議案第１３号、平成２０年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第

３号）、日程第１１、議案第１４号、平成２０年度あわら市水道事業会計補正予算

（第３号）、日程第１２、議案第１５号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道

事業会計補正予算（第１号）、以上の議案１０件を一括議題とします。 

   上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６号「平成２０年度あわら市一

般会計補正予算（第７号）」から議案第１５号「平成２０年度芦原温泉上水道財産

区水道事業会計補正予算（第１号）」までの１０議案について、概要の説明を申し

上げます。 

これら１０議案は、産業団地整備事業特別会計及び工業用水道事業会計を除くす

べての会計の補正予算であります。 

議案第６号の一般会計補正予算（第７号）につきましては、５億７８５万５千円

の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ １２９億７,６１０万８千円と

するものであります。 

今回の補正につきましては、年度末補正でありますので、その多くが、各歳出項

目において、事業費の確定や精算等により生じた不用額を減額したものとなってお

ります。また、これらの余剰の財源が生じたことから、財政調整基金の取り崩しを 

２億５,４００万円減額いたしております。 

それでは歳出の主なものからご説明いたします。 

まず総務費では､企画費で福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金の事務費分 １

１６万７千円を減額する一方、定額給付金費で定額給付金 ４億８,０４４万８千円

を計上いたしております。 

また、公共交通対策費では、コミュニティバス運行事業委託料 ３２３万円、え

ちぜん鉄道株式会社に対する経営支援補助金 ３６１万８千円を減額する一方、京
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福バス路線に係る広域生活路線維持対策等事業補助金 １,５９２万９千円を計上

いたしております。 

民生費では、社会福祉総務費で保険基盤安定に係る国民健康保険特別会計繰出金 

２,８４３万５千円を、老人福祉総務費では、介護保険広域連合負担金 ３９１万６

千円、事務費及び療養給付費分の後期高齢者医療広域連合負担金 ６８７万４千円、

老人保健特別会計繰出金 ２１９万４千円、すこやか介護用品支給費 １３０万円を

減額する一方、保健基盤安定に係る後期高齢者医療特別会計繰出金 ９６６万３千

円を追加計上しております。 

また、地域支援事業費では、家族介護継続支援費 １１０万円を追加計上いたし

ております。 

児童福祉総務費では、放課後児童健全育成事業に係る指導員賃金や食糧費 ３１

２万円、乳幼児医療費助成費 ７００万円などを減額しております。 

母子福祉費では母子生活支援施設入所措置費 ４８０万円を減額する一方、母子

父子医療費助成事業に係る経費 １００万円を追加計上しております。 

このほか保育所費では、市立保育所に係る広域入所委託料 １,０８５万８千円を

追加計上いたしております。 

衛生費では、保健費で基本健康診査委託料 １５０万円、がん検査委託料 １６５

万７千円を減額しております。 

また、塵芥処理費でゴミ袋などの事業用消耗品６５２万７千円を、清掃センター

に係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金 ２３１万５千円などを減額いたして

おります。 

農林水産業費では、農業振興費で明日の地域農業を支える担い手条件整備事業補

助金 ８５０万９千円、坂井北部丘陵地農業経営体育成モデル事業補助金 ４８１万

９千円、坂井丘陵企業的園芸拡大事業補助金 ４０１万６千円を、農地費では、坂

井北部土地改良区事務所運営補助金 ３１５万６千円などをそれぞれ減額いたして

おります。 

商工費では、商工振興費で、定額給付金の給付にあわせ、あわら市商工会が主体

となって地元での消費拡大を目的にプレミアム商品券を発行する予定であり、これ

に係る助成事業補助金 ２,２５０万円を計上いたしております。 

また、観光施設費では、財団法人セントピア芦原に係る運営補助金 ４,９９６万

円を追加計上いたしております。 

土木費では、道路橋りょう総務費で道路台帳整備業務委託料 １３５万円１千円

を、県事業費の確定に伴い道路橋りょう新設改良費で県営道路改良事業負担金 ４

６１万２千円を、河川総務費で県営河川改良事業負担金 １００万７千円を、砂防

費で県営急傾斜地事業負担金 １３２万４千円を、都市計画総務費で国土基本図作

成業務委託料 １,１２６万５千円を、公共下水道費で公共下水道事業会計補助金 

５,９１４万４千円を、住宅総務費で木造住宅耐震改修促進事業補助金 １８０万円

を、住宅管理費で公営住宅ストック総合改善事業に係る委託料 １４６万１千円な

どをそれぞれ減額しております。 

消防費では、常備消防費で嶺北消防組合負担金１１７万２千円を、災害対策費で

防災無線整備調査及び設計業務委託料 ６２８万５千円を減額する一方、消防施設

費で消火栓新設維持管理負担金 ８２９万３千円を追加計上しております。 

教育費では、小学校費の学校管理費で燃料費 ３１０万円、耐震補強計画及び設
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計委託料 ５１７万６千円を、中学校費の学校管理費で臨時職員に係る賃金 ５２６

万９千円を、教育振興費で生徒通学費補助金 ３００万円を、学校整備費で整備基

本計画設計業務委託料 ２０８万５千円をそれぞれ減額しております。一方、中学

校費の教育振興費で金津中学校卓球部の全国大会出場に係る補助金 １１３万１千

円を追加計上いたしております。 

また、社会教育費の文化財保護費で吉崎御山保全委託料 １０６万円を減額いた

しております。 

公債費関係では、元金については、市中銀行で借りている高金利のものを低金利

のものに借り換えること等により ３,８９３万２千円追加補正している一方、利子

については、前年度許可債等に係る利子を １,４４３万９千円減額するものであり

ます。 

諸支出金関係では、基金費で、財政調整基金積立金 １億１９９万９千円などを

追加計上しているほか、新たに、ふるさとあわらサポート基金積立金 ２７４万９

千円、学校施設整備基金積立金 １,０００万円を計上いたしております。 

次に、歳入でありますが、財政調整基金の取り崩しの減額等により、繰入金で ２

億５,３４８万円を減額する一方、市税で １億３,７８０万円､地方交付税で １億

７５万５千円、定額給付金給付事業費補助金などの国庫支出金で ４億８,５８８万

３千円、土地売払収入などの財産収入 １,０７７万７千円、繰越金 １,１１０万３

千円、市債 １,７００万円をそれぞれ追加計上いたしております。 

次に、繰越明許費でありますが、農林水産業費の総合選果場施設整備事業に係る

補助金 ２億２,０００万円、経営体育成基盤整備事業に係る負担金 １０２万５千

円、土木費の県営道路改良事業に係る負担金 ７２０万４千円及び県営砂防事業に

係る負担金 ４０万円の４事業で、それぞれ所要額を翌年度に繰り越して使用でき

る経費として定めております。 

 次に、継続費補正でありますが、あわら湯のまち駅前の多目的用地に係る土地取

得費を本年度で繰上償還するため、継続費の総額、年度及び年割額の変更を行って

おります。 

 次に、債務負担行為補正でありますが、セントピア芦原の借換分について、今回 

５,０００万円を追加で償還することに伴い、限度額の変更を行うものであります。 

最後に地方債の補正でありますが、縁故資金の借換債１件を追加、財源振替に伴

い公営住宅ストック改善事業債を廃止するほか、臨時財政対策債をはじめ６件につ

いてそれぞれ所要の変更措置を行っております。 

議案第７号の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきましては、１億２

７１万４千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ３０億８３１万

４千円とするものであります。 

歳出の主なものといたしましては、介護納付金で ２,１６４万９千円を減額、共

同事業拠出金では高額医療費、保険財政共同安定化事業に係る拠出金 ７,８３８万

５千円を減額しております。 

歳入につきましては、主なものとして、前期高齢者負担金 １億２,７９４万１千

円、保険財政共同安定化事業交付金 ４,１９２万円、保険基盤安定に係る一般会計
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繰入金 ２,８４３万５千円などを減額する一方、国民健康保険基金からの繰入金９,

４００万円を追加計上いたしております。 

議案第８号の老人保健特別会計補正予算（第４号）につきましては、２,７００

万円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ３億８,６４４万３千円と

するものであります。 

歳出といたしましては、医療諸費で医療給付費２,７００万円を減額するもので

あります。 

これに伴う歳入につきましては、支払基金交付金 １,３８２万８千円、国庫支出金 ８

７８万２千円等を減額しております。 

議案第９号の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、４,

７３３万７千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ２億８,０６

６万３千円とするものであります。 

歳出といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金で保険料納付金 ４,７３

３万７千円を減額するものであります。 

これに伴う歳入につきましては、後期高齢者医療保険料 ５,７００万円を減額す

る一方、保険基盤安定に係る一般会計繰入金 ９６６万３千円を追加計上いたしておりま

す。 

議案第１０号の金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第３号）につきましては、７,

０８９万円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ５億９,４９４万５

千円とするものであります。 

歳出といたしましては、養護老人施設費で、工事設計委託料 ６１９万５千円を

減額する一方、基金に ３,３７６万８千円を積み立てるほか、指定介護老人福祉施

設費においても、３,２２２万８千円を基金に積み立てております。 

歳入につきましては、寄附金 ４８２万５千円、繰越金 ６,４５３万４千円等を

追加計上いたしております。 

議案第１１号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につきましては、

４６万５千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,０８３万３千

円とするものであります。 

歳出といたしましては、公債費で、前年度許可債等に係る利子 ４７万８千円を

減額しております。 

歳入におきましては、一般会計繰入金で ４７万８千円、基金繰入金で ６０万７

千円を減額したほか、雑入で建物罹災共済金 ６０万７千円を計上いたしておりま

す。 

議案第１２号のモーターボート競走特別会計補正予算（第２号）につきましては、

４７万９千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億４,２６１

万６千円とするものであります。 

内容につきましては、競艇事業費で競艇基金利子積立金 ４７万９千円を追加計

上いたしたものであり、歳入では、同額を財産収入の競艇基金利子において追加計
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上いたしております。 

議案第１３号の公共下水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、収益的

収入で下水道使用料 ６１０万円、一般会計補助金 ５,９１４万４千円を減額した

ほか、収益的支出で九頭竜川流域下水道維持管理負担金 ６４０万円を追加する一

方、企業債利息 ５,８２９万６千円などを減額し、補正後の収益的支出予定額を １

１億２８８万７千円とするものであります。 

また､資本的収入では､流域下水道事業債 １６０万円を追加するほか、受益者分担金及

び負担金 ４８８万８千円を減額しております。一方、資本的支出においては建設改

良費で流域下水道事業建設負担金 １５７万８千円を増額し、補正後の資本的支出予

定額を ２４億１,１９２万２千円とするものであります。 

議案第１４号の水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、収益的収入で、

水道料金 １,５００万円を減額する一方、一般会計からの消火栓維持管理負担金 

１２０万円、水道加入負担金 ２００万円を追加しております。 

一方、収益的支出では、営業外費用で企業債利息 ９１９万３千円などを減額し

たもので、補正後の収益的支出予定額を ８億７,４６６万３千円とするものであり

ます。 

また、資本的収入では、一般会計からの消火栓設置負担金 ７０９万２千円、公

共下水道補償費 ４０３万７千円を追加計上するとともに、資本的支出において、

建設改良費のポンプ設備で ２０６万円を減額したもので、補正後の資本的支出予

定額を ９億４,７５２万円とするものであります。 

   議案第１５号の芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１号）につきま

しては、収益的収入で、水道料金 １６２万円を減額し、収益的支出では、営業外

費用の消費税及び地方消費税 ３９万７千円を追加するほか、営業費用では資産除

却費 ２７万５千円を追加する一方、修繕費 １２０万円など不用額を減額し、補正

後の収益的支出予定額を １億７,０５９万３千円とするものであります。 

以上が補正予算の概要でございます。 

これら１０議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をい

ただきますようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番(山川知一郎君) まず、金津雲雀ヶ丘寮が来月から民営化するということになっ

ておりますが、今まで職員数が足りないとかですね、いろんな問題点が指摘をされ

てきました。 

   １ヶ月後に迫った民営化の運営について、まず、職員の確保状況、それから運営

体制は、きちっともうできたのか、それから耐震補強工事の予定はどういうふうに

なってるのか、ということについて伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、摩垣浄心君。 

○市民福祉部理事(摩垣浄心君)  山川議員のご質問にお答えいたします。 
まず一点目の４月から金津雲雀ヶ丘寮の運営を社会福祉協議会に移行すること

についてのお尋ねでございますが、運営体制や人事配置等につきましては、社協と

十二分に協議を重ね、社協への移行がスムーズにいきますように、万全を期して対

応しております。職員採用の状況につきましては、ユニットケア・ショートステイ

とも受け入れ出来る職員数を充足しております。 

二点目の、耐震補強工事につきましては、昨年１０月に雲雀ヶ丘寮Ｂ棟耐震診断業

務委託契約を締結しております。 

その速報値をもとに、Ｂ棟耐震補強・改修設計業務を委託契約する予定でございま

したが、「耐震補強の必要有り」との中間報告はございますが、現時点でも具体的なＩ

ｓｏ置が示すことが出来ず、確定するのは３月１９日となっております。 

このことから、２０年度にＢ棟耐震補強・改修設計業務委託を発注することが出来

なくなりました。 

２０年度で雲雀ヶ丘寮の特別会計が廃止されることから、Ｂ棟耐震補強・改修設計

業務委託料を２０年度で減額補正をお願いし、改めて２１年度一般会計の６月補正で

対応する予定でございます。 

Ｂ棟耐震補強・改修工事につきましては、設計書が出来上がった時点で補正予算を

お願いする予定でございますので、ご理解を賜りますように宜しくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番(山川知一郎君) ちょっと今ので、ユニットケアですね、４０床ですが、今どれ

だけ入っておられるのか。それもちょっと伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、摩垣浄心君。 

○市民福祉部理事(摩垣浄心君)  現在、２０名でございます。３月９日から３つ目の

ユットケアを開床いたしまして、その時点で２２名になる予定でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番(山川知一郎君) もう一つ、路線バスの問題について伺いたいと思います。 

    以前は今月末で路線バスは廃止をされるというふうに聞いておりましたが、ま

だ引き続き、当分路線バスが運行するというふうになっているようでございます

が、今後の見通しですね、それから、何故引き続き路線バス運行となっているの

か、その理由等について伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、長谷川忠典君 

○市民福祉部理事（長谷川忠典君） 只今の山川議員のご質問にお答えをさせていただ

きます。今月いっぱいで路線バスを廃止するという決定はしてございません。そ

ういうことで、現在、運行をいたしております。従いまして、路線バスにつきま

して、４路線でございますが、廃止、代替路線と言いまして、自治体が京福バス

に協定いたしまして運行しているところでございます。 
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    路線につきましては、金津・本荘線、それから長屋線、それから芦原温泉線、

これは２路線ございまして、芦原温泉駅から剱岳を通りまして、丸岡の与河、そ

して、本丸岡ヘ行くと、そして、もう一つの路線につきましては、芦原温泉駅か

ら剱岳を通りまして、上長畝を経由しまして、本丸岡へ行くという路線でござい

ます。これにつきまして、いずれも４路線とも坂井市へ跨るということから、い

ろいろ坂井市と協議、または京福バスを交えた協議を行っているところでござい

ますが、現在、今計画しておりますのは、芦原温泉線につきまして、いわゆる剱

岳方面へ行って本丸岡へ行く路線でございますが、２系統ございますが、これに

つきまして、今、坂井市と京福バスと協議をしまして、今、廃止を検討している

わけでございます。これにつきましては、廃止は今月中に廃止ということでなく、

９月頃に廃止できないかな、ということでございます。理由といたしましては、

あわら市から坂井市へ行く利用者が少ない。また、丸岡町からあわら市へ来る利

用者がほとんどないということで、利用状況を調査しましたところ、金津中学生

が通学に使うということで、ほとんど利用者が金津中学生ということで、今検討

をいたしているところでございます。それと、この２路線ですが、今回の補正額

につきましても約８５０万ほどの補助を京福バスにしなければならないという

ことから、今そういう考えを進めているところでござまいす。しかし、剱岳地区

から丸岡方面への代替交通を確保してほしいという要望書が出てきております

ので、これらにつきまして、今後検討していきたいという考えでございますので、

ご理解を願いたいと思います。 

    以上でございます。 

○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 山川議員、３回質問してますから、これで終わりです。 

○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第６号から議案第１５号まで

の１０議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

 

◎議案第１６号から議案第２７号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１３、議案第１６号、平成２１年度あわら市一般会計予  

算、日程第１４、議案第１７号、平成２１年度あわら市国民健康保険特別会計予算、

日程第１５、議案第１８号、平成２１年度あわら市老人保健特別会計予算、日程第

１６、議案第１９号、平成２１年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算、日程第

１７、議案第２０号、平成２１年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算、日程

第１８、議案第２１号、平成２１年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算、

日程第１９、議案第２２号、平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会計予
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算、日程第２０、議案第２３号、平成２１年度あわら市公共下水道事業会計予算、

日程第２１、議案第２４号、平成２１年度あわら市水道事業会計予算、日程第２２、

議案第２５号、平成２１年度あわら市工業用水道事業会計予算、日程第２３、議案

第２６号、平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計予算、日程第２４、議案第

２７号、平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算、以上の議案１２件

を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第１６号「平成２１年度あわら

市一般会計予算」から議案第２７号「平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業

会計予算」までの平成２１年度１２会計予算につきまして、予算編成の基本方針を

申し上げます。 

   政府は、昨年１２月に「平成２１年度予算編成の基本方針」を閣議決定しており

ます。 

   この中において、２１年度予算は、予算配分の重点化を行うとともに、世界の経

済金融情勢の変化を受け、国民生活と日本経済を守るべく、「生活対策」に盛り込

まれた内需拡大と成長力強化等に向けた税制上の措置とあわせ、状況に応じて果断

な対応を機動的かつ弾力的に行うとしております。 

   地方財政については、国の取組と歩調を合わせて、人件費、投資的経費、一般行

政経費の各分野にわたり、厳しく抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要と

なる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保するとし、地域間の財政力格差

に対応するため、地方再生対策の考え方に従った交付税配分の重点化を引き続き進

め、地方交付税を財政の厳しい地域に重点的に配分するとしております。 

   平成２１年度の地方交付税については、「生活防衛のための緊急対応」に基づき 

１兆円増額した上で、地方税や地方交付税の原資となる国税５税の大幅な減収に対

して国と地方が折半して補填する措置を講じた結果、総額は １５兆８,２０２億円

で前年度比２.７％の増としております。 

   このような状況の中、本市におきましては、あわら市行政改革大綱に基づき、経

費の削減に努めるとともに、国や県の施策の動向を注視しつつ、財源の計画的かつ

重点的配分に努めて参りました。 

   平成２１年度予算は、私が編成する２期目の予算であり、私の公約であります「若

者が住み、産み、育てたくなるまちづくり」に向けた子育て環境あるいは教育環境

の整備に予算配分するとともに、実質公債費比率や将来負担比率などの財政健全化

指数の動向に留意しながらも、合併特例債の有効活用や特別会計繰出金の低減措置
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等を講じて、積極的な予算を編成したものであります。 

以上が予算編成の基本方針であります。なお、各会計予算の内容につきましては、

副市長から説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきますようお願い申

し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 副市長、北島善雄君 

○副市長(北島善雄君) それでは、私の方から議案第１６号「平成２１年度あわら市一

般会計予算」及び議案第１７号から第２７号までの各特別会計の予算につきまして、

概要説明を申し上げたいと思います。 

まず、議案第１６号「平成２１年度あわら市一般会計予算」についてでございま

すが、本案は、歳入歳出それぞれ１２８億２,０００万円と定めるもので、前年度

当初予算と比較いたしまして１５億４,０００万円、１３.７％の大幅な増となって

おります。予算総額が増となりました主な要因でございますが、小・中学校耐震改

修事業費の計上による普通建設事業費の増、及び生活保護費等の扶助費が増加した

ことによるものでございます。 

それではまず、主な歳入について申し上げます。 

第１款 市税は、総額４５億４,６６３万３千円で、景気後退の影響による法人

市民税の減、家屋の評価替えによる固定資産税の減などにより、前年度と比較して 

３,４２０万１千円、０.７％の減となっております。 

第２款 地方譲与税から第８款 自動車取得税交付金までは、前年度における調

定の状況や県の見込額等を勘案して計上しているもので、合計で前年度比１１.

１％減となる５億７,３５０万円を計上しております。なお、第２款 地方譲与税

におきましては、平成２１年度からの道路特定財源の一般財源化に伴い、地方道路

譲与税の名称は地方揮発油譲与税に改められております。また、同２款第３項の地

方道路譲与税は、改正前に課税された地方道路税収による譲与分でございます。 

第９款 地方特例交付金は、恒久的減税による減収補てん分、児童手当拡充分、

及び自動車取得税交付金の減収補てん分で、前年度比１６.７％の増となります４,

２００万円を計上いたしております。 

第１０款 地方交付税は、２６億５,０００万円で、前年度と比較して４,８００

万円、１.８％の増となっております。 

平成２０年度の普通交付税の決定額は２４億２,０７５万５千円でありましたが、

基準財政需要額の臨時財政対策債への振替が増加することから、前年度比１.３％

増の２３億５,０００万円を計上いたしております。 

また、特別交付税は、前年度比６.４％増の３億円を計上いたしております。 

第１２款 分担金及び負担金は、保育所・幼児園の保育料等の減収が見込まれる

ため、前年度比６.４％の減となります３億６１８万９千円を計上いたしておりま

す。 

第１３款 使用料及び手数料は、市営住宅使用料、一般廃棄物処理手数料など、
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前年度比で３.３％の減となります１億８,０８１万５千円を計上いたしておりま

す。 

第１４款 国庫支出金は、前年度比５０.０％の増となります１１億７４８万円

を計上いたしております。 

増加の主な要因でございますけれども、生活保護費負担金の増及び小・中学校耐

震改修事業の実施による補助金の増等によるものでございます。 

第１５款 県支出金は、前年度比１.９％の増となる７億２,１４１万８千円を計

上いたしております。 

市町村合併特別交付金は交付期限が切れ、平成２１年度からは無くなるものの、

意欲のある園芸集団支援事業補助金をはじめとする農業関係補助金により、総額で

増となったものでございます。 

第１８款 繰入金は、前年度比１１.０％の増となる４億２,３２２万９千円を計

上いたしております。 

内容といたしましては、財政調整基金繰入金４億円、金津雲雀ヶ丘寮基金繰入金

１,３１０万円、自動車購入基金繰入金３２１万６千円等となっております。 

第２０款 諸収入は、前年度比５２.０％の大幅な増となる５億７,３０６万４千

円を計上いたしております。 

内容といたしましては、各種貸付制度に係る預託金等の貸付金元利収入２億７,

０５１万円、地域支援包括的支援・任意事業受託費などの受託事業収入６,５２５

万５千円、雑入２億３,５２９万７千円が主なものであります。増加の主な要因は、

金津雲雀ヶ丘寮が指定管理者制度に移行するにあたりまして、市社会福祉協議会へ

運転資金として貸し出す貸付金の返還金８,０００万円、及び同協議会へ派遣する

職員の人件費負担分９,９８５万７千円の増によるものであります。 

第２１款 市債は、前年度比１５１.７％の増となる１６億６,０７０万円を計上

いたしております。 

内容といたしましては、教育債５億９,９９０万円のほか、臨時財政対策債５億

４,６６０万円、消防債２億２,６８０万円、土木債１億７,８２０万円、衛生債９,

５９０万円等となっております。 

なお、このうち合併特例債としては、１０億５１０万円を予定しております。 

次に、歳出でありますが、まず、性質別の状況を申し上げます。  

人件費等の義務的経費は、総額で５５億１,９１４万円で、構成比は４３.１％、

前年度と比較して４.５％の増となっております。 

また、義務的経費以外のその他の経費は、総額で７３億８６万円、構成比は５６.

９％で、前年度と比較して２１.７％の増であります。 

増減の主な内容を申し上げますと、人件費で、雲雀ヶ丘寮職員の人件費を一般会

計で予算化したため、一般職員が１２名の増となったこと等により１億２,７９２

万２千円の増、扶助費で、障害者自立支援給付事業費の増、私立保育所・幼児園へ

の措置委託料の増、生活保護費の増などによりまして、１億１,１１５万１千円の
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増ということでございます。物件費でございますが、賃金が１,８４９万４千円の

増、妊婦・乳児健診委託料が１,６３５万６千円の増となったこと等による委託料

の増などにより４,８６７万１千円の増となっております。補助費等で、有機性廃

棄物リサイクル推進施設建設に伴う坂井地区環境衛生組合負担金の増、医療費増加

に伴う後期高齢者医療広域連合負担金の増等により７,０２３万円の増となってお

ります。貸付金で、市社会福祉協議会へ運転資金を貸し出すことにより８,０００

万円の増、繰出金で、老人医療制度が後期高齢者医療制度に移行されたことに伴い

老人保健特別会計繰出金が減となること等により４,８５６万３千円の減というこ

とでございます。 

普通建設事業費では、補助事業で小・中学校耐震改修事業及び単独事業で防災行

政無線整備事業の実施などにより１１億５,８７０万８千円の増となっております。 

次に、目的別の概要を申し上げます。 

第１款 議会費は、１億６,１９４万１千円で、前年度と比較して １,５３１万

８千円、８.６％の減となっております。 

これは、平成２１年度中に執行される市議会議員選挙におきまして、議員定数が

１８名になることによる減ということでございます。 

第２款 総務費は、１０億６,１２８万８千円で、前年度と比較して７,０５１万

３千円、７.１％の増となっております。 

主な内容といたしましては、第１項 総務管理費で、福井坂井地区広域市町村圏

事務組合負担金９,８２８万５千円、第２項 徴税費で、徴収嘱託員等の賃金６３

０万５千円、収納対策用公用車１２４万５千円、第３項 戸籍住民基本台帳費で、

戸籍総合システムリース料５３３万円、第４項 選挙費で、市議会議員選挙経費１,

２２４万９千円、衆議院議員選挙経費１,５００万円、第５項 統計調査費で、指

定統計費６４３万５千円、第６項 監査委員費で、職員人件費１,３４２万３千円、

第７項 諸費で、コミュニティバス運行事業委託料５,２２３万４千円、えちぜん

鉄道株式会社経営支援補助金２,１０３万１千円などをそれぞれ計上いたしており

ます。 

第３款 民生費は、３６億９５７万９千円で、前年度と比較いたしまして２億８,

３５７万９千円、８.５％の増となっております。 

主な内容といたしましては、第１項 社会福祉費で、国民健康保険特別会計繰出金 

１億１１万５千円、重度心身障害者医療費助成費１億５,０００万円、障害者自立支

援給付事業３億５９４万９千円、地域生活支援事業２,１４２万９千円、坂井地区介

護保険広域連合負担金３億５,５７５万円、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担

金３億４,６７８万７千円、老人保健特別会計繰出金１０４万８千円、老人保護施設

措置費８,２０３万円、第２項 児童福祉費で、放課後児童健全育成事業２,６２８万

５千円、乳幼児医療費助成費３,５００万円、児童扶養手当支給費８,３００万円、児

童手当支給費２億１,４２１万円、母子家庭等自立支援費事業９１９万４千円、私立

保育所・幼児園措置委託料５億６,８００万円、第３項 生活保護費で、生活保護給
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付費２億６,０００万円などをそれぞれ計上いたしております。 

第４款 衛生費は、１０億８,２９４万３千円で、前年度と比較して７,９０１万６

千円、７.９％の増となっております。 

主な内容といたしましては、第１項 保健衛生費で、予防接種事業２,６７２万４

千円、健康診査事業２,７８４万６千円、坂井地区環境衛生組合負担金１億９,１４３

万６千円、三国あわら斎苑組合負担金２,０１０万円、高料金対策等に係る水道事業

会計補助金２億３００万円、第２項 清掃費で、一般廃棄物収集委託料５,８５７万

５千円、資源ゴミ収集委託料２,５８４万３千円、清掃センター費などに係る福井坂

井地区広域市町村圏事務組合負担金３億８,１００万４千円、資源回収奨励事業補助

金１,０００万円などを計上いたしております。 

第５款 労働費は、９,７６９万４千円で、前年度と比較して９５７万２千円、１

０.９％の増となっております。 

第１項第３目で緊急雇用対策費を設け、ふるさと雇用再生特別基金事業費１,０５

７万１千円を計上いたしております。 

第６款 農林水産業費は、６億４,９３２万２千円で、前年度と比較して８,６７５

万４千円、１５.４％の増となっております。 

主な内容といたしましては、第１項 農業費で、意欲ある園芸集団支援事業補助金

５,３１６万９千円、坂井丘陵企業的園芸拡大事業補助金２,２３３万８千円、低コス

ト耐候性ハウス導入事業補助金５,６０４万５千円、農地・水・環境保全向上活動支

援事業負担金３,０５０万円、県営かんがい排水事業負担金５,６１１万円、土地改良

事業償還金補助金 １億１,２７０万３千円などを計上いたしております。 

なお、平成２１年度より農業集落排水事業特別会計が企業会計に移行することに伴

い、昨年度まで予算計上していた繰出金に替わりに農業集落排水事業会計負担金１,

６６４万１千円及び農業集落排水事業会計補助金２,１４５万８千円を新たに計上い

たしております。 

次に、第２項 林業費で、全国植樹祭負担金２７５万円、松食い虫被害総合対策委

託料６６６万３千円、県営広域基幹林道剱ヶ岳線整備事業負担金１,０００万円など

を計上いたしております。 

第７款 商工費は、３億９,２５４万９千円で、前年度と比較して３,１１７万８千

円、８.６％の増となっております。 

主な内容といたしましては、市民コミュニティ活性化事業委託料３００万円、商

工会活動事業補助金１,９６５万円、中小企業振興資金預託金１億円、観光事業補

助金１,２７０万円、セントピアあわら管理委託料３,１５０万円、セントピアあわ

らリニューアル工事５１５万円、セントピアあわら運営補助金６,５５１万８千円、

産業団地整備事業特別会計繰出金１，４５０万円などを計上いたしております。 

第８款 土木費は、１２億５,５００万５千円、前年度と比較して３億６,０９２

万１千円、２２.３％の減となっております。 

主な内容といたしましては、第２項 道路橋りょう費で、一般市道に係る舗装補
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修工事費２,２００万円、改良工事費４,０００万円のほか、橋梁補修工事９５０万

円、地方道路交付金事業の滝・高塚線５,０００万円、重義・国影線５,０００万円、

県営道路改良事業負担金１,９００万円、除雪作業委託料１,３００万円、第３項 

河川費で、宮谷川河川改修事業３,５００万円、第４項 都市計画費で、景観行政

推進業務委託料４６０万円、芦原温泉駅周辺整備に係るまちづくり交付金事業６,

２００万円、公共下水道事業会計負担金等６億１,０２７万５千円、第５項 住宅

費で、公営住宅ストック総合改善事業６,３２２万４千円などを計上いたしており

ます。 

第９款 消防費でございますけれども、７億３,７９８万４千円で、前年度と比

較して２億１,３８９万２千円、４０.８％の増となっております。 

主な内容といたしましては、嶺北消防組合負担金４億７,７３７万円、消火栓新

設維持管理負担金１,３５０万円、防災行政無線整備事業２億３,８８０万円などを

計上いたしております。 

第１０款 教育費でございますが、２３億１７５万９千円で、前年度と比較して

１１億４,３７９万６千円、９８.８％の大幅な増となっております。 

主な内容といたしましては、第１項 教育総務費で、カウンセリング事業４０１

万円、国際交流派遣事業８１３万９千円、第２項 小学校費で、複式学級解消等に

係る臨時講師賃金２,５６４万円、施設整備工事２,７５０万円、スクールバス運行

委託料１,９１９万２千円、英語指導業務委託料４５９万９千円、教師用パソコン

リース料４２７万４千円、耐震改修事業８億１,０９０万２千円、第３項 中学校

費で、中高一貫教育等に係る臨時講師賃金１,０５４万９千円、スクールバス運行

委託料１,５２４万７千円、生徒通学費補助金６００万円、教師用パソコンリース

料２６７万円、耐震改修事業２億６,５４１万９千円、第４項 幼稚園費で、放課

後児童健全育成事業７３９万２千円、耐震改修事業１,３４４万５千円、第５項 社

会教育費で、金津創作の森管理委託料７,１１７万８千円、金津創作の森財団運営

補助金１,０００万円、あわら北潟湖畔観月の夕べ開催補助金５５０万円などを計

上いたしております。なお、施設の統廃合の関係で、第４目で新たに文化会館費を

設けまして、管理経費として１,４１８万２千円を計上いたしております。 

次に、第６項 保健体育費でございますけれども、生涯スポーツ育成事業運営委

託料３０４万円、体育協会活動事業補助金４４０万円、スポーツ少年団活動事業補

助金３４８万円、トリムマラソン開催経費３７０万２千円などを計上いたしており

ます。 

第１１款 災害復旧費は、１３０万円で、前年度と同額の計上となっております。 

第１２款 公債費は、１４億４,８７９万７千円で、前年度と比較して５４万円

の増となっております。 

内容は、市債の償還元金１２億４,３３０万１千円、償還利子２億５４９万６千

円で、一時借入金利子１００万円を含んでおります。 

第１３款 諸支出金は、９８３万９千円で、前年度と比較して１５２万１千円、
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１３.４％の減で、内容といたしましては各基金の利子分等の積立金であります。 

第１４款 予備費でございますが、１,０００万円で、前年度と同額を計上いた

しております。 

次に、特別会計でございますけれども、議案第１７号「平成２１年度あわら市国

民健康保険特別会計予算」について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ２９億４５０万円で、前年度と比較して８,７５

０万円、２.９％の減となっております。予算総額が減となりました主な要因でご

じますが、国保加入見込者数が４.１％減少することに伴う保険給付費の減であり

ます。 

主な内容でありますが、歳入におきましては、国民健康保険税７億３７２万円、

国庫支出金５億８,２０３万９千円、前期高齢者交付金７億８,４５０万５千円、療

養給付費等交付金２億９５４万７千円、共同事業交付金３億５,３５４万１千円、

などを計上いたしております。 

なお、一般会計からの繰入金は、１億１１万５千円となっております。 

   また、歳出につきましては、保険給付費１９億６,２１０万５千円、後期高齢者

支援金３億２,４４７万２千円、介護納付金１億５,４００万円、共同事業拠出金   

３億５,３５４万６千円などを計上いたしております。 

 議案第１８号「平成２１年度あわら市老人保健特別会計予算」について申し上げ

ます。 

   この会計におきましては、昨年４月の医療制度改正により平成２０年３月診療分

までの医療費精算に係る予算計上となっております。 

   予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,２７０万円で、前年度と比較して３億７９

０万円、９６．０％の大幅な減となっております。 

   主な内容でありますが、歳入におきましては、支払基金交付金６３４万９千円、 

国庫支出金４２０万１千円などを計上いたしております。 

   なお、一般会計からの繰入金は、１０４万８千円となっております。 

   また、歳出では、医療諸費において、医療給付費及び医療費支給費など１,２６

５万１千円を計上いたしております。 

 議案第１９号「平成２１年度あわら市後期高齢者医療特別会計」について申し上

げます。 

   予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９,２６０万円で、前年度と比較して３,５

４０万円、１０.８％の減となっております。予算総額が減となりました主な要因

でございますけれども、保険料の軽減見直しに伴う減でございます。 

   主な内容でございますが、歳入におきましては後期高齢者医療保険料２億１,９

００万円、一般会計繰入金７,２５１万円などを計上いたしております。 

なお、繰入金の内訳は、保険料軽減分として６,８２５万１千円、事務費分４２

５万９千円となっております。 

   また、歳出では、保険料納付金に伴います後期高齢者医療広域連合納付金２億８,
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７３３万円１千円を計上いたしております。 

   議案第２０号「平成２１年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算」について

申し上げます。 

   予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,４５０万円で、前年度と比較して１０億７,

３５０万円、９８.７％の減となっております。 

   平成２１年度は、下水道受益者負担金、及び産業団地用地が未売却となった場合

に備え、人件費・旅費等の事務経費を計上したもので、歳入は、全額一般会計繰入

金で補填しております。 

 議案第２１号「平成２１年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算」につい

て申し上げます。 

   本会計は、保険業法の改正に伴い、花咲ふくい農業協同組合が行ってきた農業者

労働災害互助制度の法令根拠が失効することから、農業従事者の福祉の増進を図る

ことを目的に新たに設けられたもので、予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,５１

０万円となっております。 

   主な内容でありますが、歳入においては、共済掛金２２０万円、寄附金      

４,０００万円などを計上いたしております。 

また、歳出では、共済給付金２２０万円、積立金４,０１６万円などを計上いた

しております。 

 議案第２２号「平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会計予算」につい

て申し上げます。 

   予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７億４,０００万円で、前年度と比較して１

億９,８００万円、７.８％の増となっております。 

   内容といたしましては、予算の基本となります勝舟投票券売上額について、一日

平均売上額を 自場分は９,６６６万円、場間場外分は２,５００万円と見込み、所

要の経費を計上しているものでございます。 

   なお、歳入不足分を補填するため、競艇基金の取り崩しによる繰入金２,８００

万円を計上いたしております。 

 次に、議案第２３号「平成２１年度あわら市公共下水道事業会計予算」について

申し上げます。 

   まず、「収益的収入及び支出」の「収入」におきましては、前年度当初予算に比

較して、２.３％の減となる１１億４,８２０万３千円を計上いたしております。 

   これに対しまして、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較して、２.４％

減の１１億４,１０２万４千円を計上いたしております。 

   次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比

較して、１２.７％の増となる１０億７,２２３万６千円を計上いたしております。 

   また、「支出」におきましても、１１.３％の増となります１４億５３９万６千円

を計上いたしております。 

   なお、平成２１年度の建設事業は、国庫補助事業分で６億円、市単独事業分で１
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億円を予定しております。また、「収益的収入及び支出」の営業外収益で、一般会

計からの高料金対策補助金１億２,８１３万円を計上いたしております。 

議案第２４号「平成２１年度あわら市水道事業会計予算」について申し上げます。 

   まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比

較して、１.３％の減となります８億７,７３３万４千円を計上いたしております。 

   これに対し、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較して、１.２％減の 

８億７,２４４万３千円を計上いたしております。 

   次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきまして申し上げます。前年度当

初予算に比較して、３.４％の増となります１億５,１１９万９千円を計上いたして

おります。 

   また、「支出」におきましても、１６.３％の増となります４億９１３万８千円を

計上いたしております。 

   主な内容といたしましては、老朽管の布設替えなどの配水設備改良費１億７,０

００万円、企業債償還金１億６,３２０万９千円でございます。 

   なお、「収益的収入及び支出」の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助

金２億３００万円を計上いたしております。 

 議案第２５号「平成２１年度あわら市工業用水道事業会計予算」について申し上

げます。 

   まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算と同

額の１,０７３万１千円を計上いたしております。 

   これに対し、「支出」におきましては、前年度当初予算に比較して、３.８％の増

となります１,０３４万２千円を計上いたしております。 

   なお、平成２１年度も建設改良等の予定がないため、本会計は収益的収支の計上

のみとなっております。 

 議案第２６号「平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計予算」について申し

上げます。 

本会計は、特別会計で経理していた農業集落排水事業につきまして、平成２１年

度から地方公営企業法の財務規定等を適用するものであります。 

「収益的収入及び支出」の「収入」及び「支出」において、同額の５,２１４万

円を計上いたしております。 

   次に、「資本的収入及び支出」の「収入」におきましては９７０万２千円、「支出」

におきましては２,４５８万４千円を計上いたしております。 

   なお、「収益的収入及び支出」の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助

金２,１４５万８千円を計上いたしております。 

次に、議案第２７号「平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算」に

ついて申し上げます。 

   まず、「収益的収入及び支出」の「収入」におきましては、前年度当初予算に比

較して、４.２％の減となります１億６,７４５万８千円を計上いたしております。 
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   これに対し、「支出」におきましては、前年度当初予算に比較して、０.５％の増

となります１億７,２９４万４千円を計上いたしております。 

   次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきまして申し上げます。前年度当

初予算に比較して、５０２万１千円の増となります５２４万７千円を計上いたして

おります。 

   また、「支出」におきましては、前年度当初予算に比較して、９.６％の増となる 

４,４１４万８千円を計上いたしております。 

   主な内容といたしましては、配水設備改良費３,１０２万１千円、事務費１,３１

２万７千円であります。 

 以上、あわら市各会計及び芦原温泉上水道財産区水道事業会計に係る平成２１年

度当初予算の概要を申し上げました。 

 十分なるご審議をいただきまして、妥当なるご決議を賜りますようお願いを申し

上げます。 

 

○議長（東川継央君） 暫時休憩します。２０分から再開いたします。 

（午前 11時 08 分） 

○議長（東川継央君） 再開します。 

                              （午前 11時 21 分） 

 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番(山川知一郎君) まずは、福祉関係の予算について、ちょっと伺いたいと思いま

すが、一つは、障害者自立支援給付金事業、総額３億５９４万９千円というのがあ

ります。これは、１２項目の給付事業が中にありますが、今現在あわら市で障害者

と認定されている方の総数とこの１２項目それぞれの対象者がどれだけいるかと

いうのをお答えいただきたいと思います。それから、もう一つは、次世代育成支援

地域行動計画事業５８万４千円というものが新規でありますが、この内容について、

それから、これは今年初年度で来年度以降どういうような見通しなのか、そこらに

ついて伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、川島清一君 

○市民福祉部長（川島清一君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

一つ目の障害者自立支援給付事業、予算に対しまして３億５９４万９千円につい

て給付対象者数はそれぞれ何人か、というお尋ねでございますが、お尋ねのそれぞ

れの事業の給付対象者数を順に申し上げます。よろしければ、お手元に平成２１年

度の当初予算概要１１ページ、１２ページをご覧いただきたいと思います。その順

にお答えをしていきたいと思います。 

始めに、補装具等給付につきましては、対象者数５１人でございます。居宅介護
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事業につきましては２１人、児童デイサービス事業で２人、短期入所事業８人、療

養介護事業１人、生活介護事業４人、施設入所支援事業７７人、共同生活介護事業

１３人、就労移行事業１６人、就労継続事業２２人、共同生活援助事業６人、更正

医療費２４人、合計２４５人でございます。 

   なお、この給付につきましては、重複給付を受けている人がおられまして、実人

数につきましては、これを下回る人数になります。 

次に、二つ目の次世代育成支援地域行動事業計画の内容は、ということでござい

ましたが、これにつきましてご説明を申し上げます。まず、現在のあわら市の事業

計画、これは平成１７年３月「次世代育成支援対策促進法」による国の示した策定

指針に基づきまして、平成１７年度から平成２１年度までの５年間を前期計画とし

て策定したものです。「生涯を通して健やかに生きる悠々元気のまち」を基本理念

にしておりまして、基本目標を４つ掲げてございます。一つ目は、「安心して子ど

もを生み育てられるまち」、２つ目に「すべての子どもが夢を持ち、いきいきと育

つまち」３つ目に「地域社会で子どもと家庭を支えるまち」、４つ目に「子育てと

仕事が両立できるまち」として、あわら市の子どもたちが、健やかに生まれ育つた

めに、行政、家庭、地域社会、企業などが一体となり、長期的な子育て環境づくり

を推進するための指針、取り組むべき施策の基本的な方向を示したものでございま

す。 

 これまで、この事業計画によります実施内容といたしましては、１つ目として、

子育て支援・相談体制の充実として児童手当給付事業、それから子育て支援事業こ

れら等を実施いたしております。また、２番目といたしまして、子どもと母親の健

康支援体制の充実として、乳幼児健診事業・妊婦健診事業等を実施をいたしており

ます。３つ目に子育てにやさしい環境づくりとして、放課後児童クラブ等を実施を

いたしております。４つ目といたしまして、学校教育の充実として、職場体験学習・

中学生の海外派遣、またカウンセラーの配置等を行っております。５つ目といたし

まして、次世代の親としての成長促進ということで、男女共同参画づくりの推進・ 

年齢に応じた性教育の指導等を行っております。６番目に学校以外の教育の充実と

して、教育相談等を実施をいたしております。７番目に子育てに対する理解と意識

の向上として、子育て支援センター事業・児童虐待防止対策等を実施いたしており

ます。８番目に保育サービスの充実として延長保育推進事業・一時的保育事業等を

行っております。９番目に子育てへの男性の参画促進として仕事と育児の両立支援、

このことにつきましては、講演会、講座等を開催をいたしております。 

 これらの、事業を実施して参った次第であります。 

平成２１年度におきましては、この計画書の見直しを行い、平成２２年度から平

成２６年度までの５年間を後期計画として策定するものでございます。 

   国が後半の５年間の事業目標としております「重点的に推進すべき少子化対策の

具体的な計画」に基づいて、あわら市の事業計画をこれから事業実施に関係する各

課や関係機関、医療機関、学校、地域社会の方々と連携して、計画策定をして参り
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たいと考えておりますので、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いを

申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（東川継央君） 他にありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番(山川知一郎君) 次にふるさと雇用再生特別基金事業、これの内容について、そ

れから教育委員会であわら市の文化財製作費というのが計上されています。これは

一体何をするのかについて伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君 

○経済産業部長(坪田清孝君) 只今の山川議員のご質問でございますが、ふるさと雇用

再生特別基金事業について、ご説明を申し上げたいと思います。 

   本事業はですね、先の２月の臨時議会におきまして説明し、補正をいたしました

緊急雇用創設事業と併せて創設されました事業でありまして、昨今のですね、急激

な経済情勢の変動によりまして離職を余儀なくされました非正規雇用労働者への

緊急的な雇用支援対策を実施する内容となっております。今回のふるさと雇用再生

特別基金事業につきましては、一年以上のですね、長期雇用と更に企業に雇用を委

託するということが前提となってございます。当初予算に計上しております予算に

つきましては、農林水産課所管で地産地消促進事業、それに農産物加工流通促進事

業の２件、それにですね、観光商工課所管のあわらツアーデザインセンター事業の

１件であります。その３件が計上されておりますが、いずれもですね、各１名を雇

用するということになってございまして、地産地消につきましては、ＪＡ花咲に、

それから農産物加工流通促進事業につきましては、あわら市内の農事組合法人の方

へ、それからあわらツアーデザインセンター事業につきましては、観光協会の方へ

各１名をお願いをしているものでございますので、よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

   以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、出店 学君 

○教育部長(出店 学君) お尋ねの件についてでございますが、ご承知のとおり、現在

あわら市には旧芦原町が平成３年１２月に、一方、旧金津町は平成８年３月に発行

しました冊子があり、それぞれ別冊になっております。また、その発行以来、今日

まで指定されました文化財は、あわら市宮前区の西国三十三ヵ所観世音を始めとす

る合計８件に及んでおります。また本年２月末の文化財の種別でございますが、国

指定、これは吉崎御坊でございますが、この国指定、県指定、それから市の指定、

これで合計合わせて５６件ございます。このような状況や議員、９月議会における

一般質問でのご提案等を踏まえまして、今回仮称ではございますが、あわら市の文

化財と題しまして、統一された文化財史を製作発行したいと考えまして所要額８４

万円をお願いしているところでございます。 

   なお、具体的な内容といたしましては、あくまでも案でございますけれども、Ａ

５判程度のカラー刷りで１００ページ程度のものを７００部作成したいと考えて

おります。いずれにいたしましても時間のかかる作業でございますので、作成にあ

たりましては、１０名のあわら市文化財保護委員のご協力を得ながら編集すると共
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に、できあがりました冊子につきましては、一定の割合のもと市内各小中学校です

ね、それから図書館、公民館、並びに県、近隣市町の関係機関に配布して活用して

いただく予定としております。ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第１６号から議案第２７号ま

での１２議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します 

 

   ◎議案第２８号から議案第４７号の一括上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第２５、議案第２８号、あわら市文化会館条例の制定につ

いて、日程第２６、議案第２９号、あわら市職員定数条例の一部を改正する条例の

制定について、日程第２７、議案第３０号、あわら市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２

８、議案第３１号、あわら市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、

日程第２９、議案第３２号、あわら市行政財産の目的外使用に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、日程第３０、議案第３３号、あわら市金津雲雀ヶ丘

寮基金条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３１、議案第３４号、あ

わら市社会福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３２、

議案第３５号、あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３

３、議案第３６号、あわら市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制

定について、日程第３４、議案第３７号、あわら市営住宅条例の一部を改正する条

例の制定について、日程第３５、議案第３８号、あわら市公民館条例の一部を改正

する条例の制定について、日程第３６、議案第３９号、あわら市藤野厳九郎記念館

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３７、議案第４０号、あわら市

コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３８、議案第

４１号、あわら市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、日程第３９、議案第４２号、あわら市農業集落排水事業基金条例を廃

止する条例の制定について、日程第４０、議案第４３号、あわら市剱岳農村環境改

善センター条例を廃止する条例の制定について、日程第４１、議案第４４号、あわ

ら市熊坂農村環境改善センター条例を廃止する条例の制定について、日程第４２、

議案第４５号、あわら市南部集会所条例を廃止する条例の制定について、日程第４

３、議案第４６号、あわら市勤労福祉会館条例を廃止する条例の制定について、日

程第４４、議案第４７号、あわら市働く女性の家条例を廃止する条例の制定につい

て、以上の議案２０件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 
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○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第２８号「あわら市文化会館条例

の制定について」から議案第４７号「あわら市働く女性の家条例を廃止する条例の

制定について」までの提案理由の説明を申し上げます。 

まず、議案第２８号「あわら市文化会館条例の制定について」の説明を申し上げ

ます。 

あわら市では、行財政改革の一環として、公の施設の再編を推進しております。 

本案につきましては、観光会館及び芦原社会福祉センターの２施設を再編し、新

たに名称を文化会館とするとともに、管理の一元化を図るため、この案を提出する

ものであります。 

なお、本条例の附則において、あわら市国際交流センター条例及びあわら市観光

会館条例を廃止しております。 

議案第２９号「あわら市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」の

説明を申し上げます。 

本案につきましては、平成２１年度から、監査委員事務局の充実及び機能強化を

図るとともに、組織の弾力的な運営を図るために、所要の措置を講ずるものであり

ます。 

現在の規定では、監査委員事務部局に専任職員を置けない規定となっているため、

兼任の強行規定を削り、任命権者の裁量により専任・兼任の判断ができるように改

めるため、この案を提出するものであります。 

議案第３０号「あわら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」は、平成２１年度から監査事務を充

実させるに当たり、監査委員のうち「識見を有する者のうちから選任された委員」

の報酬の額を一本化するため、この案を提出するものであります。 

議案第３１号「あわら市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」は、

本年４月から、農業集落排水事業について公営企業法の財務規定等を適用すること

とあわせ、金津雲雀ヶ丘寮の管理に関する業務を指定管理者に行わせることに伴い、

両特別会計を廃止するため、この案を提出するものであります。 

議案第３２号「あわら市行政財産の目的外使用に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」は、地方自治法の一部改正に伴い、同法の条項を引用している

条項に項ずれが生じるため、所要の措置を講ずるものであります。 

議案第３３号「あわら市金津雲雀ヶ丘寮基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」は、本年４月から、金津雲雀ヶ丘寮の管理に関する業務を指定管理者に行

わせることにより、同特別会計が廃止されることとなり、所要の改正を行うため、

この案を提出するものであります。 

議案第３４号「あわら市社会福祉センター条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」は、公の施設の再編に伴い、芦原社会福祉センターを文化会館に統合するこ

とから、金津社会福祉センターをあわら市社会福祉センターに名称変更するため、

この案を提出するものであります。 
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議案第３５号「あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について」は、金

津南部土地区画整理事業区域内の住吉街区、新用街区及び新街区の３街区公園が完

成することにより、供用開始を行うに当たり、これらを都市公園として新たに追加

するため、この案を提出するものであります。 

議案第３６号「農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て」は、農業集落排水事業について地方公営企業法の財務規定等を適用するに当た

り、所要の改正を行うため、この案を提出するものであります。 

議案第３７号「あわら市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」は、

昨年１２月をもって上野団地のすべての住宅の用途廃止が完了したため、この案を

提出するものであります。 

議案第３８号「あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制定について」は、

公の施設の再編に伴い、剱岳コミュニティセンター、働く女性の家等をそれぞれ併

設する公民館に再編・統合することにより、同条例の使用料別表を改正するため、

この案を提出するものであります。 

議案第３９号「あわら市藤野厳九郎記念館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」は、公の施設の再編に伴い、国際交流センターを藤野厳九郎記念館に名称変

更するとともに、所要の改正を行うため、この案を提出するものであります。 

議案第４０号「あわら市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」は、公の施設の再編に伴い、剱岳コミュニティセンター、坪江コミュニティ

センター及び蓮如の里会館を、それぞれ剱岳公民館、坪江公民館及び吉崎公民館に

再編・統合するとともに、条例の名称を「あわら市名泉郷会館条例」に改めるなど、

所要の改正を行うため、この案を提出するものであります。 

議案第４１号「あわら市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」は、本年４月から、農業集落排水事業についても、公共下水

道事業と同様、地方公営企業法の財務規定等を適用するに当たり、所要の改正を行

うため、この案を提出するものであります。 

議案第４２号「あわら市農業集落排水事業基金条例を廃止する条例の制定につい

て」は、今ほどの議案第４１号で申し上げましたとおり、本年４月から、農業集落

排水事業について地方公営企業法の財務規定等を適用するに当たり、現在ある基金

を修繕引当金とするため、この案を提出するものであります。 

議案第４３号「あわら市剱岳農村環境改善センター条例を廃止する条例の制定に

ついて」は、公の施設の再編に伴い、剱岳農村環境改善センターを剱岳公民館に統

合するため、この案を提出するものであります。 

議案第４４号「あわら市熊坂農村環境改善センター条例を廃止する条例の制定に

ついて」は、熊坂農村環境改善センターを廃止し、熊坂区に譲渡するため、この案

を提出するものであります。 

議案第４５号「あわら市南部集会所条例を廃止する条例の制定について」は、南

部集会所を廃止し、矢地区に譲渡するため、この案を提出するものであります。 
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議案第４６号「あわら市勤労福祉会館条例を廃止する条例の制定について」は、

勤労福祉会館を廃止するため、この案を提出するものであります。 

議案第４７号「あわら市働く女性の家条例を廃止する条例の制定について」は、

公の施設の再編に伴い、働く女性の家を廃止し、湯のまち公民館に統合するため、

この案を提出するものであります。 

以上、２０議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をい

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第２８号から議案第４７号ま

での２０議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します。 

 

   ◎議案第４８号から議案第４９号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第４５、議案第４８号、市有財産の無償譲渡について、日

程第４６、議案第４９号、市有財産の無償譲渡について、以上の議案２件を一括議

題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第４８号及び議案第４９号「市有

財産の無償譲渡について」の提案理由の説明を申し上げます。 
議案第４８号については、旧熊坂農村環境改善センターの建物を熊坂区に、議案

第４９号については、旧南部集会所の建物を矢地区に、それぞれ無償で譲渡するた

め、この案を提出するものであります。 
なお、両施設とも、利用の実態等を踏まえ、施設の有効活用を図るために譲渡す

るものであります。 
以上２議案について、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきま

すようお願い申し上げます。 
 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第４８号、議案第４９号につ

きましては、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 
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◎議案第５０号から議案第５８号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君）日程第４７、議案第５０号、公の施設の指定管理者の指定につい

て、日程第４８、議案第５１号、公の施設の指定管理者の指定について、日程第４

９、議案第５２号、公の施設の指定管理者の指定について、日程第５０、議案第５

３号、公の施設の指定管理者の指定について、日程第５１、議案第５４号、公の施

設の指定管理者の指定について、日程第５２、議案第５５号、公の施設の指定管理

者の指定について、日程第５３、議案第５６号、公の施設の指定管理者の指定につ

いて、日程第５４、議案第５７号、公の施設の指定管理者の指定について、日程第

５５、議案第５８号、公の施設の指定管理者の指定について、以上の議案９件を一

括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第５０号から議案第５８号までの

「公の施設の指定管理者の指定について」の提案理由の説明を申し上げます。 
現在あわら市では、指定管理者制度を導入している公の施設が１１施設あります

が、本年３月末日をもって、すべての施設の指定期間が満了することから、用途を

廃止する「勤労福祉会館」を除く１０施設について、これまでの管理実績を踏まえ、

引き続き、それぞれ同じ団体を指定管理者に指定したいので、この案を提出するも

のであります。 
なお、セントピアあわら、金津創作の森及び名泉郷会館については、平成２１年

４月１日から３年間、その他７施設については５年間指定することとしております。

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 
○議長（東川継央君） 本案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第５０号から議案第５８号ま

での９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第５９号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 議長 日程第５６、議案第５９号、市道路線の認定についてを

議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第５９号「市道路線の認定につい

て」の提案理由の説明を申し上げます。 
本案につきましては、２５９号線及び中番１９号線の２路線を新規に市道として

認定するものであります。 
２５９号線につきましては、古屋石塚産業団地から幹線道路へのアクセス道路、

中番１９号線につきましては、中番集落内から広域農道坂井線までを南北につなぐ

路線であり、いずれも市道と認定し、市において管理すべき路線と認められるもの

であります。 
よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 
○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第５９号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

 

◎議案第６０号の上程・提案理由説明・質疑・採決 

○議長（東川継央君） 日程第５７、議案第６０号、人権擁護委員の候補者の推薦につい

てを議題といたします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６０号「人権擁護委員の候補者

の推薦について」の提案理由の説明を申し上げます。 
本案につきましては、現人権擁護委員の古畑昭正氏が、平成２１年６月３０日で

任期満了となるため、同氏を引き続き委員候補者として推薦することについて、議

会の意見を求めるものであります。 
古畑氏は、平成１２年６月に人権擁護委員に就任され、これまで３期、委員を務

められております。 
人格、識見ともに人権擁護委員として適任であると思われますので、よろしくご

審議をいただきますようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただ今、議題となっております議案第６０号につきましては、

会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたした
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いと存知ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

本件はただ今提案のとおり、｢異議はない｣旨の意見を付したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第６０号、人権擁護委員の候補者の推薦については、｢異議はない｣

旨の意見を付すことに決定しました。 

 

 ◎散会の宣言 

○議長（東川継央君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、３月９日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

                         (午前 11 時 56 分) 

 

 

地方自治法１２３条の規定により署名する 
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   ◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 31分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１番、八木秀雄君、

２番、笹原幸信君の両名を指名します。 

   

◎一般質問 

○議長（東川継央君） 日程第２、これより、一般質問を行います。 

◇宮崎 修君 

○議長（東川継央君） 一般質問は通告順に従い、１５番、宮崎 修君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  只今、議長のお許しがございましたので、一般質問に入らせて

いただきます。今回、私の質問は、政府の７５兆円の経済対策に対して、当市の取

り組みについてということで質問をさせていただきます。大変、この漠然といたし

た質問でございますので、答弁も難しい面がございますけれども、一つよろしくお

願いいたします。 

   昨今の景気経済はですね、昨年の秋から急速かつ、大幅に降下をしております。

グローバルなインターネット社会が世界経済を同時にブレーキを踏ませ、世界同時

不況という台風並みの逆風にさらされております。 

   日々のニュース番組や新聞紙面には、大手優良企業の歴史的な経済悪化の情報が

飛びかっております。そして、戻ってくるのは、ＮＥＣ、２万人、日産、２万人、

日立、７千人等々、派遣切り、派遣止めで止まらす、正規社員のリストラ計画が次々

と発表され完全失業率が過去のピークであった２００２年の５．４％超えて、７％

前後前にまで上昇するのではないか、というふうに言われております。 

   アメリカでは、完全失業率が８．１％と、この１年間で何と４４０万人の人が仕

事を失くすというニュース報道がございました。国もいわゆる三段ロケットを第一

次補正、第二次補正、本予算と７５兆円規模の総合的な経済対策を打ち出し、生活



 38 

支援、景気浮揚策に懸命であります。このような難局にあたって、あわら市の政治

行政の取り組む使命とは何なのか、私は市民の生活を守り、雇用を守ることにつき

ると思います。１００年に一度といわれるこの経済不況に立ち向かう橋本市長のリ

ーダーシップのもと、未曾有の地域政策の展開が今ほど要請されている時はないと

思います。この景気後退の波は、我がまち、あわら市の地域経済に押し寄せて、ど

のような形でどのように押し寄せているのか、押し寄せてまた来るのか、というこ

の今回の市の補正、本年度予算はどのような市長は意図でもって設計図を描かれた

のかお伺いをいたします。 

 次に、国の第２次補正予算の目玉は「定額給付金」であります。様々な議論はあ

りましたが、多くの国民はどのような結末になるのかと気をもんでいたことであり

ます。春を呼ぶ定額給付金、胸おどらせる市民の期待に応えるべくあわら市は、３

月３日、県下では美浜町がトップを切り、２日にこの申請書の発行をいたしました。

あわら市は、３月３日に発行いたしました。今日は３月９日でございます。私のと

ころにも昨日、この給付金の申請書が届きました。今か今と待っておったんですが、

昨日届きました。本当にまだ申請書の届いていないところがございます。また、届

いても中を見て見れない目の悪い方やまた、字の読めない方、書けない方、高齢世

帯の方や一人暮らしの方々、給付金を手にする、この手にするまでの喜びと、また 

、本当に自分の手に握れるのかという、この不安を抱いております。そのような方々

のために、また、円滑な給付をするためにも、今後のこのスケジュールといいます

か、しっかりと市民が分かるような安心して、この待っていられるようなそういう

スケジュールと言いますか、ものを言っていただければありがたいなと思います。 

 また、地域経済活性化につなげるべく市長の対応は、いろいろな意見がございま

すけれども、大変前向きに捕らえたとこのように理解をいたしております。その今

後の市民の方々に分かりやすい言葉でですね、できればこの地域経済活性化につな

げる思いも併せてご答弁具をお願いしたいと思います。 

 ３点目には、生活者支援の色彩が濃い施策では、定額給付金の他に第二次補正予

算の中で妊婦検診の１４回分の無料化、また子育て応援手当ての支給、第２子以降

の３歳から５歳の子供を持つ家庭に対して、年額３万６千円を支給、また介護従事

者の処遇改善、２１年度予算の中では、出産育児一時金の拡充も入っております。

これは、３８万から４２万への拡充でございます。自治体によると雇用機会創出の

ために「ふるさと雇用再生特別交付金」と「緊急雇用創出事業」が用意されており

ます。これらのあわら市への配分とその目的に叶った市の取り組みについてお伺い

をしたいと思います。 

 最後に、地域活性化では、対策の主なものは、地域活性化交付金、また地域活力

基盤創造交付金、経済緊急対応予備費、緊急防災・災害復旧対策や学校耐震化、こ

れらを合わて約４兆７,６００億円、あわら市のこれらの取り組みについてお伺い

を、簡単で結構でございますのでお伺いをいたします。 

 以上で終わります。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 宮崎議員のご質問にお答えをいたします。 

１００年に一度と言われる世界的な金融市場の混乱と、それに伴う世界的な景気

後退が見られる中で、我が国経済も、国内外の需要が停滞し、景気の下降局面が長

期化、深刻化する恐れが高まっております。 

特に雇用情勢が急速に悪化しつつあるとともに、企業の資金繰りも厳しい状況と

なっております。 

このような経済金融情勢に対応すべく、政府は３回にわたり総額７５兆円におよ

ぶ経済対策を打ち出しております。 

議員もご承知のように、平成２０年８月２９日の「安心実現のための緊急総合対

策」、同年１０月３０日の「生活対策」、及び同年１２月１９日の「生活防衛のため

の緊急対策」であります。 

原油・食糧価格高騰に起因するもの、世界的な金融危機に起因するもの及び金融

危機に端を発した雇用情勢の悪化など、対策を打ち出した背景は微妙に異なるもの

の、対策の根底にあるものは、雇用対策、中小企業支援を柱とした財政上の対応、

金融面での対応施策であると考えられます。 

このような国の対応を踏まえ、あわら市といたしましても、先の１２月定例会及

び２月臨時会で議決をいただいた補正予算のほか、今回提案しております３月補正

予算及び平成２１年度当初予算においても、財政面での生活支援を打ち出したとこ

ろであります。 

具体的には、１２月定例会では、工業導入促進経費を始め省エネルギー型の農業

機械導入補助金や中小企業に対する利子補給金で、総額８,８８０万２千円を計上

しております。 

次に、２月１３日に開催した臨時会では、緊急雇用創出事業に係る臨時職員２名

分の賃金、定額給付金事業に係る事務費、出産子育て支援に係る子育て応援特別手

当及び妊婦健診助成費を、更には地域活性化・生活対策臨時交付金事業に係る総合

選果場施設整備事業補助金や道路改修事業など、総額３億１,１４９万９千円を計

上しております。 

   続いて、今回の３月補正予算では、定額給付金支給事業に係る給付金などで ４

億８,３７２万８千円及びプレミアム商品券発行補助金２,２５０万円の、合わせて 

５億６２２万８千円を計上しております。 

   最後に、平成２１年度当初予算では、ふるさと雇用再生特別基金事業として、あ

わらツアーデザインセンター事業を始めとする３事業で １,０５７万１千円を計

上しており、今後の補正においても１事業を追加する予定であります。 

   また、緊急雇用創出事業につきましては、今後の補正において計上を予定してお

ります。 

このほか、妊婦健診助成費につきましては、平成２１年度も引き続き実施するも
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のであります。 

次に、「定額給付金の今後のスケジュールについて」のご質問にお答えいたしま

す。 

本市における定額給付金給付事務の進捗状況については、本定例会初日の行政報

告の中でも触れておりますが、今後のスケジュール等について、さらにご報告申し

上げます。 

まず、申請書等についてでありますが、３月３日に各世帯主あて一斉に発送をさ

せていただいております。 

発送の方法につきましては、確実にお手元にお届けしたいことから、簡易書留に

よる郵送を採用いたしております。なお、この方法で発送したことから、全世帯に

申請書が行き渡るまでには２週間以上の日数が必要になるとのことであります。 

また、申請の受付体制につきましては、原則、窓口申請により行うこととし、市

内１１会場に職員が出向いて受け付ける予定であることは、行政報告で申し上げた

とおりであります。 

なお、これらを踏まえまして、申請受付の日程を３月２１日、２２日の両日とさ

せていただくこととしたものであります。 

受付日程及び受付会場のお知らせにつきましては、申請書に同封させていただく

とともに、３月１６日の各区長への文書配付の際に、回覧により、市民の皆様に周

知させていただくこととしております。 

ところで、給付金の給付については、早いものは年度内に指定の口座へ振込がで

きるものと考えております。その後、振込口座等の入力や口座番号等の照合が済ん

だものから、順次、振込みをさせていただく予定であります。 

いずれにいたしましても、円滑に受付を行い、正確かつ迅速に給付できるよう、

万全を期して参りたいと考えております。 

次に、定額給付金給付に伴う地域経済活性化策についてのご質問にお答えいたし

ます。 

議員ご承知のとおり、本市におきましては、あわら市商工会が主体となって、20％

のプレミアムを付加した「あわら・ワクワク・プレミアム商品券」を３月１５日に

発行する予定であります。 

市民の皆様には、定額給付金を受給された際には、プレミアム商品券をご利用い

ただくなど市内での消費拡大にご協力いただきますようお願いしたいと考えてお

ります。 

景気が低迷している中、本市のプレミアム商品券につきましては、あわら市民以

外の方でも購入ができることとしていることもあり、当該商品券の発行が地域経済

活性化の起爆剤となることを切に期待するものであります。 

   最後に、「ふるさと雇用再生特別基金事業」と「緊急雇用創出事業」の予算配分

と市の取り組みについてのご質問にお答えいたします。 

まず、ふるさと雇用再生特別基金事業の本県への配分は、４１億９,０００万円
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となっており、うち本市へは、３年間で６,６００万円の配分が予定されておりま

す。 

本市の取り組みといたしましては、４事業を計画しており、うち観光分野として

「あわらツアーデザインセンター事業」、農林漁業分野として「地産地消促進事業」

と「農産物加工流通促進事業」の３事業につきましては、当初予算で計上させてい

ただいております。 

なお、この事業の実施により３年間で１９人の雇用創出を見込んでおります。 

また、緊急雇用創出事業の本県への配分は、１７億４,０００万円となっており、

うち本市へは、２月の臨時会で補正された事業額を含めて３年間で３,５００万円

の配分が予定されております。 

本事業といたしましては、情報通信分野で２事業、観光分野で１事業、環境分野

で１事業、教育文化分野で６事業の、合わせて１０事業を計画しており、今後、補

正で対応させていただきたいと考えております。 

なお、この事業の実施により、３年間で１３５人の雇用創出を見込んでおります。 

急激な経済情勢の変動により、離職を余儀なくされた非正規労働者や地域で職を

求めている方々への支援策が求められる中、今後、事業の特性を活かし、就業機会

の創出を図りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  ありがとうございます。特に定額給付金の事について再質問を

させていただきたいと思いますが、この全国でですね、初めて第１号となりました

西目屋村ですか、青森県ですね、６日には、和歌山と兵庫のですね、北山村、たつ

の市が給付を開始しているという報道がございました。また、山梨県の大月市では

ですね、あわら市は３日に申請書を発送している。大月市では、大月市というのは、

人口も世帯数もあわら市と同じぐらい、ちょっと少ないくらいですね、世帯数で１

万８００世帯くらいですから、大月市がですね、申請書は、４日の日に発送してお

りますが、６日から受け付けを開始し、早い人は１６日中旬ぐらいから給付金が届

くという、今は景気の悪化もですね、いろんな状況は、ものすごいスピードで動い

ていますので、できるだけ、スピーディーに取り組みをしようという趣旨がですね、

伺われます。 

そういう中で、あわら市は、堅実にこういう簡易書留という形で確実に市民の手

に渡るようにという思いが込められているのかなと思いますが、とにかく、この市

民はですね、これはですね、大月市の市民ですけども、約１割の方が即対応してい

る、これはどういうことかといいますと、７日、６日、受付を開始してからですけ

れども、７日の新聞で報道されている内容ですけれども、大月市の場合は、市役所

のロビーで臨時窓口を設けて申請受付をしたと、あわら市も恐らく１１箇所で受付

をしてですね、ほとんどの方が恐らく申請に来られるのではないかなと思うんです

けれども、４４０名の申請者が 7 日の翌日に来ていると、申請書を受け取ったら、
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すぐあくる日から受け付けを開始しているということやね、日付が２１日、２２日

と決めた日だけではなくて、ずっと受付を開始しいているということでございます。

郵送でも３５０通の申請書が届いた。また、いろんな問い合わせが２００件以上あ

ったという報道がなされております。何が言いたいかと言いますと、この定額給付

金というものに対して、市民が即反応を示したということがね、今のいわば、経済

状況、生活支援と言いますかね、この対策がいかに生活支援の重みがですね、大変、

強いのではないか、このように思うわけでございます。 

そういう中でこの申請書ですけども、中にはですね、この直接窓口で給付を受け

たいという人は、どうしたらいいんや、という相談が何件かありました。これは、

この中にはですね、いわば、振込みのことに関しては、書いてあるのですけども、

恐らく、窓口で申請をした時に直接現金給付を受けたいという人に対して、そこで

説明をするんだよ、というようなことは、私も言ってあるんですけども、実際、年

配の方々は、即、現金でほしいんやけども、現金の人はどうやってするんや、とい

うこういう不安、ちょっと一言でも書いてあればね、何かですね、それが分かった

んかなと思います。この申請書がですね、届いて、申請書が届いた時点で、多くの

市民が大変、喜びが隠せない。 

特にテレビで西目屋村ですね、西目屋村の人の表情とまったく同じような表情で、

この市民の方々ですね、大変喜んでおられましたので、少しでも早く対応ができれ

ばしていただきたいなと思うんです。給付がですね、１５日から地域経済のために

ですね、打たれたプレミアム商品券、これが１５日から発売になりますけども、こ

の市民の方々は、月末でなければ、給付、お金が頂けない、ということは、余裕の

ない方々は、このプレミアム商品券の恩恵に預かれない事態があるのではないか、

という心配をされておられる方が非常に多いので、坂井市では６日間で、商品券が

完売したと、それも、坂井市、地元だけの人が対象であると、あわら市の場合は、

この市外の人も求めることができる、当然、経済効果としては、市外からたくさん、

このあわら市で利用していただくことは、非常に良い事なんですけども、とにかく、

地元の市民が、いわば、低所得者の人達は、多くの人達は、この定額給付金をいた

だいたら、商品券に換えて、２割のプレミアムの補充をしたいという、そういう思

いがあるにも関わらず、活用できない状況が出てくるのではないかという、この心

配をしておりますけれども、市長の考えと言いますか、所見を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君）市民の皆さんは、この定額給付金ですね、心待ちにされていると

思います。なるべく早くですね、この給付事業ができるように準備を進めて参りま

した。もちろん、これは国からのそういう指導もありましたし、それに応える必要

もありました。今まで、議会に対しましても事前にいろいろなご相談を申し上げま

して、議会のご理解をいただいておりましたので、比較的早く準備が進んだと思っ

ております。 
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発送までの準備作業につきましては、県内では相当早いペースであったと思いま

すし、全国ベースで見てもかなり早いペースで来たと思います。ただ、今ほども申

し上げましたが、この定額給付金の給付事務がですね、やはり、確実に行われると

いうことが大事だということがありますので、簡易書留による申請書の発送をいた

しました。その結果、全部に行き渡るまでにどうも２週間程度かかりそうだという

ことになっております。この辺の時間的なことは、これは致し方ないのかなという

ふうに思っております。 

これの問題とですね、あと、いわゆる定額給付金の給付にあわせたプレミアム商

品券の発行との関係のご指摘かというふうに思いますが、これはですね、給付金が

入ったら、その給付金をできるだけ消費に充てていただきたいという意味から言え

ば、確かに給付がなされた後にですね、プレミアム商品券の発行がある方が望まし

かったのかも知れません。ただ、これは、商工会との関係もございますし、それか

ら、今ほど、ご紹介が議員の方からありましたが、坂井市の場合、６日間で売り切

れたということでございます。これも、もちろん、給付前にこういうことがなされ

ておりますので、それを見ればですね、これは、商品券の発行というのは、地域経

済の活性化といいますか、消費の刺激ということですね、そういう意味では、それ

なりの意味を持っているのかなというふうに思っております。一つそのようにご理

解いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  ありがとうございます。給付金のことでもう１件あったんです

けども、では、次に地域活性化生活対策臨時交付金ですね、これは、先ほど市長の

方からご答弁がございましたが、この、ちょっと私、分からないのでちょっとお聞

きしたいんですけども、この地域活性化ですね、地方道路交付金事業というのがご

ざいます。この地方道路整備臨時交付金、括弧して書いてあるんですけども、こう

いう事業ですね、この交付金の事業でいわば、各福井県内でも、この福井市、敦賀

市、鯖江市、越前市他ずっとこうあるんですけども、この中で、この越前、鯖江、

敦賀、福井が安全で安心な通学路の整備という事業ですね、取り組んでいるんです

が、これは、いわばあわら市にあっては、この金津小学校の前のですね、ちょうど

北陸銀行から南の方ですね、小学校に向かって、非常に歩道が厳しい状況にありま

すね、本荘小学校の方も区民館のところから南の方へ向かって、小学校の方まで歩

道が本当に狭くて非常に厳しいと、そういう事業がですね、こういうふうに上手く

何故、乗れなかったのかなという思いがしてたんですけども、このどちらにしても

ですね、直接、この事業と合わないっていうこともあるかも分かりませんが、私は

三国やら県の土木にもちょっと聞いたんですけど、あんまり詳しく分かりませんの

で、説明いただければと思うんですが、これは、ああいう歩道なんかは、県の単独

事業でやる事業なのか、それともこういうのに何か乗せることができなかったのか

どうか、こういうプランがあれば、即こういうのに対応できたのではないか。また、
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平成２１年度の今の予算もいわば、補正予算が組まれて、こういう事業がもしあっ

た場合に乗るためには、どうしたらいいのかということを思ってるんですけども、

やっぱ、これから高齢化社会でも年寄りの人が杖ついても歩けない歩道なんです。

歩道は歩くための道ですけども、歩けない歩道、車道を歩いてんですね、車を押し

ながらでも、車道を歩いている。こういうことを考えると、もうこれは、各町時代

から恐らく地元からも要望が出ていたと思うですが、地元の区長さんにもお聞きし

たところ大変、今まで要望してきたけども、なかなか財政が厳しいということで、

それでもう諦めていた、というふうにそれで要望も段々、出せないような状況に今

あります。ということで少しずつ何かこの欠けたとこだけ直す、穴のあいとること

だけつめるというような、こういうことで済んでるということでございますが、こ

ういうこれから、事業に乗せるためにも、この三国土木の方も、こういう地元から

要望があればですね、いくらも検討させていただきます、という返事でしたので、

やっぱこういう受け皿作りと言いますかね、対応は、きちっと計画を持ってしてお

くべきでないんかなっていう思いがいたしますけれども、ご所見をお伺いしたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部長、山口志代治君 

○土木部長(山口志代治君) 只今の宮崎議員のですね、地域活性化交付金という中での

地方道路特定交付金事業に乗せられないかということでございますが、先ほどもお

話出ましたですね、金津小学校の下の道路でございますが、実は道路には、それぞ

れ管理者が一応定められてございます。私が管理するのは市道ということでござい

ますが、たまたま今の道路につきましては、県道ということになっております。い

ろんなこれから事業に取り組むということでございますけれども、いずれにしまし

ても、全般的なですね、計画を一応練りましてですね、その中でこの道路につきま

しては、こういう事業という事で採択を待っている、というような準備を以前にし

ておかないとですね、こういうものは即に乗れないという状況でございます。そう

いうことで、これからにつきましてはですね、ある程度、計画性をマスタープラン

を作りましてですね、その中で道路種別に応じた計画プランを立てたその上で事業

に乗りたいということで、たまたま今回の経済不況対策に対する緊急事業につきま

しては、こういう観点でございますので、準備されているものにつきましては即、

乗れたわけでございます。例えば、芦原三国線でございますが、あそこにつきまし

ては、その事業に乗ってですね、整備したということでございますんで、従来から

そういう計画性を持ってこれから取り組んで参りたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  ありがとうございます。どちらにしてもですね、地元の方々

は、途中まではすーっときれいになっとって、こっからとなると大変、どうなっ
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てるんやと、公平でないなというような思いで捉えておりますので、一つこっか

らここまでは、こういう状況ですから、計画を持って順番にやっていきますとい

うようなことをですね、しっかりと市民に分かるようにきちんと計画を説明して

いただきたいこのように思いますので、これから一つマスタープランといいます

かそういうきちんと立ててですね、取り組みをしていただきたい、また、いろん

な国の事業に即、乗れるような対応を一つお願いしたいと思います。また、定額

給付金に関しましては、とにかくスピーディーに着実に市民の手に渡るような対

応をですね、切に望みまして質問を終わります。 

以上でございます。 

 

◇牧田孝男君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君 

○13 番（牧田孝男君） 後ろにまだ１２人、議員の一般質問が控えておりますので、

簡単明瞭に一般質問をしたいというふうに思います。 

テーマは、ゴミ対策のことなんですけれども、自動販売機ですね、これが世の

中に出回り始めてから、どれくらいの歳月が経ったのか、それは、はっきりとは

知らないんですけれども、空缶とか、あるいはペットボトルの無責任な投げ捨て

によって、道路脇などの汚れが目立っているということは、全国的な傾向であっ

て、どこの自治体でも、その対策には苦慮しているということが実情ではないか

なというふうに思うのであります。  

特に、このあわら市の場合は、有名なあわら温泉街を持っており、全国から人

が集まってくるので道路脇の汚れに関しては、より一掃の美化の徹底がなされな

ければならないのではないかというふうに私は考えるものでありますが、去る３

月１日に挙行されたところの「あわら市誕生５周年記念式典」に発表された新し

いあわら市民憲章は、「守ります 美しい自然を。創ります 豊かな文化を。育て

ます 学びの心を。鍛えます 健やかな身体を。伝えます 働く喜びを。広げま

す 助け合いの輪を。愛します わたしたちのふるさとを。」と謳っております。 

つまり、いの一番に、美しい自然の保全を謳っているわけでありますが、つい

でにいうと二番目の豊かな文化というのは、その自治体の歴史性を自覚し、歴史

文化の収集に努めよと言っていることだと私は思いますし、活力ある魅力的な自

治体というのは、最低このふたつを備えていることを必須の条件としているとい

うふうに私は思うのであります。  

さて例えばですね、隣市の坂井市丸岡町の場合、何年か前からスチール缶・ア

ルミ缶の自動選別機、あるいはペットボトルの回収機を１０数箇所に設置し、そ

して、そこに空缶やペットボトルを持ってきた住民に対して、ポイントを与える
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という制度をとっております。これはですね、ゴミステーションが始めにですね、

２００数十箇所あったものを、７０数箇所に整理統合した時に出てきた発想であ

る 

そうであります。  

確か、ペットボトルとスチール缶というのが１缶で０．５ポイント、アルミ缶１

缶で１ポイントが与えられるということであります。そしてポイントが貯まれば、

商品券と引換えての、市内店舗での買物が可能となったり、あるいは、あそこです

と、霞の郷温泉への入浴が可能となったりするというふうに聞いております。  

そうすることは、費用対効果の観点から、あるいは、住民の美化意識の向上とい

う観点から参考にすべきではないかなというふうに考えるものであります。  

原理原則的なことを申し上げれば、この空き缶とか、あるいはペットボトルの投

げ捨てというのは、単なる不道徳的行為というだけではなくって、廃棄物処理法と

いう昭和４６年施行の法律に違反する立派な犯罪であります。いずれにしろ、先ほ

ど述べた丸岡町の例も含めて、何か根本的な打開策を打ち出すということは、観光

都市「あわら」にとって急務であるというふうに考えるものでありますが、市長は

どう思っているのか、お答えいただきたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、長谷川忠典君 

○市民福祉部理事(長谷川忠典君)  牧田議員のご質問にお答えします。 
ポイ捨てのない清潔な街を目指すことは、まちづくりの基本であり、行政のみな

らず市民一人ひとりが自覚を持って取り組まなければならない課題と考えており

ます。しかし、残念ながらモラルに欠けた一部の人たちによる、ごみの不法投棄が

後を絶たないのも現状であります。 
   ごみの取り扱いについては、法令により排出の抑制と適正な処理が義務づけられ

ており、不法投棄などの違法行為には厳しい罰則が科せられております。にもかか

わらず、一向に不法投棄がなくならないのは、ごみ処理に対する認識の甘さと違法

行為者の検挙の難しさが原因ではないかと思われます。 
   不法投棄の対策には、現状投棄されている廃棄物への対応と、新たな不法投棄を

抑制する施策との併用が必要であります。 
   現在、すでに不法投棄されている廃棄物に対しては、人的措置による回収しか方

法はなく、このため毎年６月に実施しているクリーンアップ大作戦をはじめとする

地元のボランティア活動に依存しているのが現状であります。また、道路、河川な

どの公共施設においては、今回の緊急雇用創出事業等を利用しての対策を予定して

おります。 
   一方、新たな不法投棄を抑制する施策としては、防止看板の設置や監視パトロー

ルの強化などがありますが、投棄場所が広範囲にわたることから、目に見えた効果

には至っていないのが現状であります。 
議員ご指摘の、空き缶等の自動回収機を利用したポイントの付与制度も、不法投
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棄を抑制する効果が期待でき、市民の環境美化意識の向上も期待できると思われま

すが、高価な回収機を複数台用意する必要があること、導入後の管理経費が持続し

て発生すること、金属価格の低迷により回収した缶等の処理費用が見込まれること

など、相当な予算措置が必要になると思われます。 
   平成２０年度のごみ処理における予算は、ゴミ袋等からの処理手数料を差し引い

ても、５億円近くの財源が必要となっていることから、当面はクリーンアップ大作

戦での回収や地域ぐるみのボランティアによる回収をお願いしていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君 

○13番（牧田孝男君） 今、いくつかお答えをいただいたんですけれども、先ず、毎年
６月ですか、クリーンアップ大作戦、これ確かにやってますし、その時は非常にき

れいになるんですけれども、逆に言えば、すぐにオウム返しと言うか、すぐに捨て

られて、ほとんど、汚い状態っていうか、たくさんあるような状態がその後もすぐ

に戻ってくる、というような、どちらかと言うと追いかけごっこになっているのが

今の状態ではないかな、というふうに思っております。これは、そういうのを回収

する作業そのものよりも、捨てないというモラルですね、そういうものを例えばあ

わら市だけの人間が持っていたのでは追いつかないことでありまして、綸旨、ある

いは倫理旨というか、ようするに近くの市在住の人がしているということがいくら

でもあるわけであります。ようするに一番大切なのはそういうことをしない、捨て

ないというようなモラルというものをちゃんと助成していくということが一番に

大切なのではないかなというふうに思うものであります。それからですね、先ほど、

緊急雇用で雇うというような話がありましたけれども、その緊急雇用というものを

もう少し具体的に説明していただきたいんだけれども、何人ぐらいの人が雇用され

るのか、あるいは、どれくらいの期間に亘って雇用されるのか、そして、その期間

が終わった後どうするのか、というようなことについてのお答えをお願いしたいと

思います。 
   それから、ゴミ捨て防止での看板を立てたりするというような答えが先ほどあり

ましたが、例えば北潟湖の周辺のところに、目に付くところで言いますと、小さい

赤い鳥居が何箇所か立っております。これは、鳥居というのは神聖なものであり、

神聖なところには、ゴミを捨てないというような心理を突いた人の作戦ではないか

なと思うし、効果のある作戦だと思っております。これは、恐らく北潟区が立てた

ものだと思いますが、そういう意味でそういう効果というのは、確かにあると思い

ますが、その他にこういうような看板の効果というものがありましたら、それも、

今現在ですね、現在の状態としてあるのであれば、それもお聞きしたいというふう

に思います。 
僕は、この合併前の金津町の町議会の時に九州の久留米市の郊外の都市に行った

ことがあります。その市は、久留米の郊外で大きなバイパスが走っているところに
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ある小さな市だったわけですけれども、その久留米市に通う通勤客ですね、が、た

くさん、たくさんそのバスのバイパスのところにゴミをたくさん捨てて、どうもな

らんと、そして、そこの市長がシンガポールへ行った時にその街のあまりのきれい

さにびっくりして、そして、そこで罰則の規程が非常に厳しいのを聞き、戻ってか

ら市長提案というような形でいろんな罰則を制度を実現したということをそこで

聞きました。罰則を自治体で作るというのは、とても裁判とか、あるいは法律、そ

れから警察の問題もあってなかなか難しいわけですけども、一念岩をも通すという

ことで、そういう罰則規定を作った市町村もあります。要は、この問題というのは、

全国的に大きな問題となっているわけでありまして、そして、いろんなところで、

いろんな取り組みをしているのだろうと思います。私は、このあわら市も、先ほど

と同じことになりますが、そういうとこで一生懸命やってほしいと思います。とり

あえずは、今、私がお聞きしたかったことの何点かについてお答えをお願いします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、長谷川忠典君 

○市民福祉部理事(長谷川忠典君) 再度の質問にお答えします。先ず、一点目の緊急雇

用創出事業につきましてでございますが、今計画しているのは、平成２１年度で不

法投棄物回収処分事業ということで、事業費的には３００万、雇用する人数につい

ては、お二人というふうに計画をしております。それから、北潟で鳥居が設置され

ているということで、以前は鳥居がなかった時には、相当なゴミがございました。

北潟地区の考えで赤い鳥居を付けたということで、どうしても鳥居の向こうには神

様がいるというような気持ちがありますから、ゴミを捨てないような状況になって

きていると、これは、大変効果が出ております。それから、罰則についてでござい

ますが、廃棄物及び清掃に関する法律の第１６条でございますが、何人もみだりに

廃棄物を捨ててはならないという規定がございます。また、罰則が２５条でござい

ますが、５年以下の懲役もしくは、１千万円以下の罰金というふうに定められてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君 
○13番（牧田孝男君） 今のお答えの中でですね、緊急雇用法ですかね、これに関する
答弁というのが、ちょっと不十分だったような気がするので、もう一度、改めて聞

きたいと思いますが、平成２１年度の予算で二人、３００万ですかね、っていうお

答えがあったんですけれども、これは何ヶ月くらいというか、月収いくらにして何

ヶ月ぐらいを予定しているのかということと、それが、その期間が終わったら、終

わってしまうのかどうかっということについてのその答えがちょっと分からなか

ったので、再度お聞きしたいと思います。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、長谷川忠典君 

○市民福祉部理事(長谷川忠典君) 再度のご質問でございますが、期間的には１年でご
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ざいまして、その後については、これまでどおりの態勢になろうかなというふうに

考えております。よろしくお願いします。 

 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君 
○13番（牧田孝男君） 大体分かりました。今の答えというのは、１年間を二人で３０
０万ということですね、それでいいと思いますけれども、ゴミの問題というのは、

本当に大きい問題ですし、考えさせられる問題であります。そして、その一番大き

いものっていうのは、人間というのは見られないところで、何か悪い事をするよう

な愚かな存在であるということをいつも感じているわけですけれども、とりあえず、

少しでもゴミのない街を実現することが大切だと、改めて思いました。そういうこ

とで私の一般質問を終わりたいと思います。 
   どうもありがとうございました。 
 

◇大下重一君 
○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、大下重一君の一般質問を許可しま

す。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ３番、大下重一君 
○３番（大下重一君） ３番、大下です。私の方から市長の方に一般質問をさせていた

だきます。先般、５周年記念の式典に地域力コンテストという大きなイベント事業

でやられまして、その時の最後の市長のご挨拶の中で好評と同時にこんなふうなこ

とをおっしゃっていたと思うんですね、合併の意味合いである行財政改革というの

は当あわら市においては、まずまず成果を挙げて来られてるかなと、ところがその

一方で、その地域の連帯感が薄れるのが気になるところで、何とか地域に元気にな

ってもらいたい、というふうなことをおっしゃって、地域力コンテストの意味合い

をそこで述べられたんですが、私自身もまさにそのような思いをいちにしていると

ころで、今日、実はいかにこの地域が元気になってですね、まちづくりに協力して

もらえるような気概というか、思いを起こしていただけるか、というようなことで

こんな質問をさせてもらうわけですが。地名の保存、活かし方についてですね、両

町の合併で金津町と芦原町、この漢字で書く芦原ですけれども、この地名が実は意

味合いを持たなくなったと言いますかね、このまま消滅しても何らおかしくないと

いうような状況で、平仮名のあわら市が誕生になったと、とろこが、その両名前で

すね、金津と芦原と、この名前のその謂れとかいうのは、ここでご説明するまでも

なく、大変な歴史と文化を背負ってきております。そこで、何とかこれを活かす、

その活かすことで市民のエネルギー源にならないかというような思いでこういう

ふうに私の考え方を述べさせてもらうわけですが、合併５周年ということは、一つ

の区切りといたしまして、当初、目指した合併効果がですね、どのようになってき
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たかについては、総合的な検証を各分野に亘り、これやるべきだというふうに思い

ますが、私が一番危惧してますのは、先ほど申し上げたように、この合併という広

域化によりですね、地域の連携とか、連帯感とか。つまり、共同意識というものな

んですが、これが、やや薄れてきているんではなかろうか、というようなことを危

惧しているわけです。これが結局、由々しい問題でほっておけないんではないかと

いうように実は思っています。もちろん、まちづくりのことというのは、行政がい

くら頑張ってもですね、市民共々、力合わせなきゃならんということですねので、

市民の役割やら責任感、希薄化するということは恐れる事で、ここに一つ歯止めを

かけるということなんですが、先般も当あわら市では、まちづくり基本条例という

ものも制定をされまして、そこに謳ってます市民と市が互いの責任と役割を自覚し

供に力を合わせながらまちづくりに取り組む共働のまちづくりをこれは謳ったも

ので、私自身は、その自治体の自立、これに向けてはですね、まさに必須の条例で

あって、我々がバイブルとすべきものだろうというふうに思うんです。 
ところが、先ほどのことと繰り返しになりますけども、現実の市民意識は、今ど

ういう状態かと言いますと、この条例が求める共働のまちづくりに是非参画してほ

しいと言った時に、どうも市民の意識と言うのは、逆にですね、遠ざかりつつある

のかなというような思いを持つわけです。その原因はいくつかあろうかと思うんで

すけれども、その一つの大きな要因として、自分が今までその名の基に集い、その

名の基に汗をかいてきた。いわゆる住民の心のよりどころといいますかね、それで

あった金津という名前、あるいは、芦原という漢字で書く芦原というその地名が消

えつつあることについて、大変、それなりの影響を及ぼしているように思うわけで

す。住民にしてみれば、住み慣れた愛着のある地名であり、先ほども言いましたが、

汗を流してですね、守ってきた名前である、ある意味自分のご年配の方からすれば、

生涯生きてきた証と言いますか、生きてきた象徴でもある、その地名の消失という

のは、ここの地に住んで産まれて生きてきた人達の心に、やはりその寂しさとかで

すね、虚しさというのはかなりのものを与えたものと実は考えるわけです。 
よって、ここは金津、芦原の地名をですね、大切に一つ保存をし、敬称してまち

づくりに活かすべきだと考えるわけですね、元々、この合併というのはですね、進

んで積極的にやりたいといってやった合併ではない。どちらかと言えば、突然です

ね、財政難を一つの言い訳にして合併という形に踏み込んでしまったと、よって、

合併というのは、好んで選択したのではなくて、選択をせざるを得なかったという

この地の住民の心情からすれば、それと同時に地名が消えるということは、非常に

残念なことで、やはり、その住民が感情大事にするということであれば、やはり、

両名前というのは、しっかり継承をし、また保存すると、そのことすなわち、この

名前を支えてきた住民に対してですね、敬意を表するということになるとも、実は

考えるわけです。 
よって、このあわら市が住みたくなるまちづくりを目指すんであれば、まずはで

すね、ここに現在住んで生活をしているその市民が、先ずここにずっと住み着いて
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いたいと、この地にいたいんだというような施策をこのあわら市の先ずは第一にあ

る基本政策に挙げていただけないもんだろうかと思うわけですね。市民の地域の愛

着とかですね、郷土意識とか、ここに誇りを持って、この街を大事にしたいという

思いでいるのは、これは間違いないところであって、その行政がそういうふうに矛

先を向けて、そのための施策をすることを実は、市民の方というのはおおいに待ち

望んでいるではなかろうかと、先ず、それがあってですね、その行政の姿勢があっ

て初めて住民の方も市長が言うように行政が提示するまちづくり基本条例の共動

参画のまちづくりを一緒にやろうよ、というような気運も作れるんではなかろうか

と、実は、こんなふうに考えているわけです。 
それで、ご提案なんですけども、地名の保存、活かし方についてですね、例えば、

公共施設の名称ですね、例えば公民館とか児童館、この名前にその頭に金津、芦原

という名前を付けると、例えばあわら市中央公民館であれば、あわら市金津中央公

民館あるいは、金津古町児童館とかですね、芦原湯のまち公民館等とかいうように

表記をしていくと、あるいは、道路標識、道路の案内標識というのがありますよね、

それで、このあわら市から遠いところにある標識あるいは、このあわら市内に設置

されている標識、交差点等によくあるんですが、その標識を見ますと実はこの庁舎

の南のほんと２００、３００メートル行ったとこの交差点、北島工務店の交差点の

ところにある標識を見ますと、実は、この庁舎の方に向かって、あわら市街ってい

うふうな指図が出てるんですけども、どうも、あわら市街といってもなかなか馴染

みと言いますか、ぴんと来ない、これは、大変抽象的な表現でね、行政の方での取

り上げ方としては、これは根拠にならんかと思んですが、ただ、ここに住む人達の

思いからすれば、もし、その標識を変えるんであれば、あわら市金津街とかですね、

そういうものを標識に例えば入れたりというようなこともお願いできないかと、そ

れと、後は何々通りとか橋の名前があるんですけれども、これにも例えば金津地区

であれば、六日通りというのは俗称か、ちょっと私、定かでないんですが、六日通

りとか東通りというのがあるんですが、意識的に金津六日通り、金津東通りという

ように呼び合うとかですね、橋にしても金津上新橋、金津市姫橋、旧芦原町にあっ

てもそのような通りがあると思うんですが、そういうことを意識的にやるというよ

うなことをやっていただくお考えはないのかな、ということでその辺のことを市長

にお聞きをしたいというふうに思います。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 
○市長（橋本達也君） 大下議員のご質問にお答えをいたします。 

合併前の旧町名である「金津」という地名は、古来この地で製鉄業が盛んに行わ

れ、鋳造された鉄製品を舟で都へ送るための港が発達したことに由来するものであ

り、また、漢字表記の「芦原」は、開湯１２０年余の北陸を代表する温泉地として、

いずれも住民の皆さんに長い時間をかけて慣れ親しまれてきた地名であります。 
そして、市民の皆さんの中には、合併により、こうした歴史のある旧町名が少な
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くなり寂しくなったという声があることも事実であります。 
こうしたことを踏まえた上で、公共施設や通りなどに、「金津」「芦原」の旧町名

を冠してはどうかとのご提案であると理解をいたしますが、まず第１点目の公共施

設の施設名に旧町名を冠する件につきましては、合併後５年を経過して、すでにあ

わら市の施設として名称が定着し、市民の皆さんにもこれが浸透していることを考  

えると、ここで更に条例を改正して施設の名称を変えることは、慎重にならざるを

得ないと考えますので、ご理解くださるようお願いいたします。 
次に、２点目の道路案内標識については、表記の方法は第一義的には道路管理者

の権限に属することから、市民の皆さんのご意見や福井県などの関係機関との協議

などを踏まえた上で、適当かどうか検討して参りたいと考えております。 
３点目の通りや橋の名称に関しては、これらは本来、法令で決まった手続により

定められるものではなく、いわゆる通称として橋の欄干などに付けられるものであ

り、市民の皆さんがこれに旧町名を冠して呼んだり、表現したりすることは差し支

えないものと思います。ただし、現在取り付けられている銘板等をそうした表記に

更新することは、これらの名称がすでに広く浸透していることや、費用の面などか

ら、現時点では考えてはおりません。 
さて、３月１日の誕生５周年記念式典でお誓い申し上げましたように、これから

のあわら市は、これまでの文化や伝統を大切にしながら、輝く未来と、目標として

定めた市民憲章の実現に向けて、すべての市民が一致団結して汗を流し、力を尽く

さなければなりません。 
記念式典と併せて開催した地域力コンテストの最終審査や事例集をご覧いただ

いてお分かりのように、あわら市には、元気な地域コミュニティや活動、取組が数

多くあります。 
今後は、こうした取組を支援しながら、３月１日に施行したまちづくり基本条例

でも謳われておりますように、市民一人一人がまちづくりの主役として、自ら考え、

行動できる地域社会、そして、多様な主体がそれぞれの責任と役割を自覚し、助け

合いながらまちづくりに取り組むことのできる持続可能な地域社会の実現を目指

していくことが大切であると考えております。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ３番、大下重一君 
○３番（大下重一君） お考えを今お聞きさせていただいたんですが、新しくあわら市

になって、そのあわら市の地域というものをですね、過去に遡るよりも前を向いて

行くというようなことがお考えの腰にあるのかなというような感じがするんです

が、先般ですね、福井新聞の方にもご覧なったかも思うんですが、２０３５年の人

口の県の推計がありまして、１月３０日の福井新聞なんですけれども、県内の市町

村おおよそ２０３５年には、３割の人口減、高齢化率が３４％と、当然、あわら市

も同じように２２,０００人になるだろうという予測と高齢化率が３８％に上がる
と、どちらにしても、少子高齢化の時代というのは、自明の理でして、何とか元気
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になるためにはお年寄り、この地域を支えてきてくださった高齢者の方に更にひと

がんばり、ふたがんばりもお願いしなきゃならん、それが、現実ではあろうかと思

うんですね。それで、もう一つ深いところを言いますとですね、私も議員をしてま

して、あちこちいろんな意見交換させてもらいますと、市長も公約に掲げている次

なる合併を視野に入れてというような公約を掲げていらっしゃいますけども、その

折には、金津町復活を是非してほしいというようなお声も実はあるんです。これ対

比されるのは、坂井市が４つの町名をそのまま抱えて、地域自治区という制度の中

で保存されたということなんですが、何でこの金津と芦原だけがそうなんだという

ような声がやはりあるのも現実です。私は、やはりその辺の純粋で非常にシンプル

な思いの住民の方の気持ちをですね、しっかり汲み取って、それをだからこのあわ

ら市はこういうふうに頑張ろうというようなところへ是非持ち上げていただきた

いというような思いから、ちょっとご質問させてもらったんですが、市長のお考え

をお聞きしたところで、また、いろんな機会でですね、市長もいろんな懇談とか、

住民の方のお話があろうかと思うんですが、今ひとつ、もう一つですね、積極的に

この旧地名をですね、積極的に活かす、活かしてまちづくりをやって行こうという

ような、そんな視点からも今後、地域懇談会等でいろんな方とのお話をしていただ

ければというようにも思います。 
以上で私の質問を終わります。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。１０分間休憩といたします。 
(10時 45分) 

 
○議長（東川継央君） 再開します。 

(10時 57分) 
 

◇穴田満雄君 
○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、１６番、穴田満雄君の一般質問を

許可します。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番（穴田満雄君)  只今、議長の指名がありましたので、１６番、穴田満雄が一般

質問をします。本題に入る前にちょっとこういう話を皆さんに披露してみたいとこ

のように思っております。 

私、芦原中学校の１年生になる孫がいます。その孫の友達がだいたい土曜日、日

曜日になりますと、５、６人が遊びにきます。昔から人が集まる家は良いんだと、

このように聞いておりますけれども、ある面では、うざくらしいなと、こんな事を

言うと孫の友達に怒られるかもしれませんけれども、こういう感じも受けます。そ

んな中で先日、その孫の友達から、こういう話を私にしてきました。と言いますの

は、おじさん、芦原中学校どうなっているのっと、こういう切り出しなんですね、
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橋本市長になった時に橋本市長は、芦原中学校を建て替えてやると、改築してやる

と、確か、こういうものの言い方してたと、お父さんやお母さんに聞いても、いや、

橋本市長は、芦原中学校は新しく建て替えるんやと、こういうふうに言ってたと、

こういう話なんですね、だけれども、橋本市長になってからでも、もう２年ぐらい

たったのに一向に芦原中学校が建て替えられないと、新築されないと、何故ですか、

おじさんと、こう言って私に聞くんですね、私は、橋本市長は、市長になる時にそ

ういう公約ですね、公約をしたかもしれないけれども、その時間の経緯と伴に、や

っぱ議会ちゅうやつがあると、議会の中でもやね、芦原中学校は別に建て替えなく

ても良いんだと、こういう意見が大勢を占めてきたと、だから、市長はいくら建て

替えをやりたくても、やれないんだと、だから、芦原中学校の場合は、改修で行き

ますよと、このようになりましたと、こういう話をしてやりました。そしたら、何

故そんなら、そんなもんに反対する人がいるんやと、こういうことなんですね、子

供達は、議員さんは、議員さんなりにいろいろやね、調査研究をして、そういう結

論を出したんだから、今更どうにもならないと、そしたら子供達、どう言ったと思

います。私らでは、もう新しい中学校、仮に建て替えてくれても入れないと、だけ

れども、私らの後輩がいますと、それ以上にかわいい妹や弟がいますと、かわいい

妹や弟のためにも、おじさん、芦原中学校を建て替えてやってくれと、私、思わず

目頭が熱くなりました。だから、理事者はもちろんのこと、我々、議員のやってる

こと、言うてることを子供達はしっかりと見ているということなんですね、何か今

の子供は、話題に出てきますと、悪い話題ばっかしなんですけれども、やぁ、子供

はしっかり見ているなと、怖いなと、やっぱりこれからのあわら市を背負って立っ

てくれる子供達のために、理事者はもちろんのこと、我々議員もしっかりしていか

なあかんなと、私はこういう思いを再度、自分自身に言い聞かせました。こういう

前段の話は、ここでおきまして、それでは、本題に入っていきたいと思います。 

   皆さんは、中学校の整備問題について、昨年１１月に開催されました臨時議会で

決着が着いたと、このように思ってるかもわかりませんけれども、私の心の中では、

まだ、未解決、未決着のままです。口先では、財政問題とか、あるいは教育問題と

か言っておりますが、その実、市長が提案された、その提案に対して、対案すら出

てきたことがありません。私は最近、建築された中学校を調べ、そのシミュレーシ

ョンを自分なりに発表し、市長及び教育長の忌憚のないご意見を聞きたいとこのよ

うに思います。 

   もう、議員の皆さんもご存知のように、芦原中学校は、昭和３８年に生徒数９７

３人、クラス数２１で、校舎面積７,９９２㎡、体育館面積は１,４１８㎡で開校し

ております。しかし、平成２０年度の生徒数は、３９４人となり、５７９人の減少

となっております。一方、金津中学校はと言いますと、昭和３９年に生徒数１,２

３４人、クラス数２７で、校舎面積７,２８１㎡、体育館面積２,６８６㎡で開校し

ておりますが、平成２０年度の生徒数は、５４６人と減少し、生徒の減少数だけで

言いますと、芦原中学校の５７９人に対し、金津中学校は、６８８人と１０９人も
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多く減少しております。そこで、両中学校建築後の補修状況を調べてみますと、芦

原中学校は昭和６３年に事業費１億２００万円を懸けまして、体育館の大改修のみ

を行っております。一方、金津中学校はと言いますと、昭和６１年、６２年、６３

年、平成元年、２年、４年の６期に分けまして、総事業費３億２,５３７万円で各

校舎の大規模改修工事を実施しております。この間、体育館は、ぜんぜん、やって 

おりません。そこで、最近の中学校改築を調べてやりますと、滋賀県の日野町立日

野中学校が、平成１９年度に生徒数６１０人で、延べ床面積７,９４６㎡を平米単

価、１㎡ですね、平米単価約１８万円、これを坪単価に直してやりますと約５９万

４千円で改築をしております。ごく最近ですが、今年の２月１１日に落成しました

越前町立朝日中学校は、生徒数３４０人で校舎面積４,３５２㎡を平米単価１７万

６千円、坪単価に直してやりますと５８万８千円で改築をしております。ここで、

校舎の建築単価は、越前町立朝日中学校、また体育館の建築単価は昨年１１月の臨

時議会で示されました平米単価１６万円をベースにしまして、これを基に計算して

やりますと、芦原中学校は、平成２０年度で先ほど言いましたように生徒数が３９

４人になっておりますから、校舎面積を開校時より２割減の６,４００㎡で計算し

てみますと、建築費用は１１億２,６４０万円、武道館を含む体育館面積は、２千

㎡としまして、建築費用が３億２千万円、トータルでは、１４億４,６４０万円と

なります。この数値は、昨年１１月１７日の臨時議会で決まった芦原中学校のリニ

ューアル案、ここで１４億２千万円とほとんど変わりがありません。また、市長が

平成１９年１０月１９日提案しました財政状況見通しの中で示されました芦原中

学校の改築費用２５億円と比較してみても約１０億円も安く建て替えることがで

きます。また、金津中学校は、冒頭で申し上げましたように、校舎を６期に分け、

３億２,５３７万円で大改修をしておりますから、ここでは、体育館の改築のみを

考えてみますと、２,７００㎡で４億３,２００万円となり、当初、改修費用１０億

５千万円から４億３,２００万円を差し引きますと、６億１,８００万円でこれを校

舎の改修に充当できます。また、両中学校の事業費合計ですが、これは２４億９，

６４０万円となり、改修費用の２５億円以内に納まります。 

そこでお聞きしたいと思います。先ず、一つ目、一昨年１０月の財政状況見通し

で示されました芦原中学校改築の意気込みを後退させた理由はどこにあるのかと、

それから、２つ目ですが芦原中学校は、今ほど言いました１４億４,６４０万円で

改築、金津中学校は体育館を４億３，２００万円で改築、校舎は６億１,８００万

円で改修を私のシミュレーションをどのように捉えておるのか、この２点について、

お聞き願いと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 穴田議員のご質問にお答えをいたします。 
１点目の「平成１９年１０月の財政見通しで示した芦原中学校の改築の意気込み

を後退させた理由について」のご質問でありますが、私が市長に当選させていただ
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いた公約の一つは、「芦原中学校、金津中学校、２校の存続」でありました。 
   また、その存続の形態としては、芦原中学校を２６億円以下での改築、金津中学

校は、耐震診断の結果を受けて、整備方針を決定する、というものでした。 
しかし、平成１９年１２月の市議会定例会では、「芦原中学校改築、金津中学校

大規模改修とした形態での“２校存続”」を盛り込んだ新市建設計画の変更議案に

対しての議会の判断は、否決でありました。 
この結果を受け、平成２０年２月の市議会臨時会で、市の「芦原中学校改築・改

修、金津中学校改修」の案に対し、「芦原中学校を大規模改修」と議会の一部修正

する議案が可決され、ようやく「２校存続」が正式に決定したことは、議員ご承知

のとおりであります。 
その後、芦原中学校の耐震診断結果を経て、教育委員会において、芦原中学校体

育館の改築を含むリノベーション３案を提案し、中学校建設調査特別委員会及び市

議会全員協議会でご協議をいただきました。 
その審議結果は、「２５億円規模のリニューアルでの整備方針が、議会の意見の

大勢を占める」と伺い、「これ以上、老朽化の著しい芦原中学校を放置することは

できない。」そして、「一日も早く子どもたちの教育環境の整備を。」と私自身苦渋

の決断をいたし、昨年１１月１７日の市議会臨時会で、両中学校約２５億円規模で

の改修の承認をいただいたものであり、ご理解を賜りますようお願いいたします。 
なお、２点目のご質問につきましては、教育部長から答弁いたさせますのでよろ

しくお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、出店 学君 

○教育部長(出店 学君)  穴田議員の「芦原中学校は、１４億４,６４０万円で改築、
金津中学校の体育館を４億３,２００万円で改築、校舎を６億１,８００万円で改修
する案をどのように思われるか。」とのご質問にお答えをさせていただきます。 
まず、議員が只今ご紹介のありました越前町立朝日中学校についてでございます

が、校舎は、鉄筋コンクリート造りの２階建て、建築面積が４,３５２㎡、延べ床面
積が７,５６２㎡、各学年普通学級４クラスの１２学級の構成となっております。 
一方、体育館につきましては、武道場などを含め、建築面積が１,９８９㎡、延べ
床面積が２,５８８㎡となっております。 
なお、建築費は、設計額ベースで校舎が約１４億７,８００万円、１㎡当たり１９
万５千円、体育館は約５億３,５００万円で、１㎡当たり２０万６千円となっており
ます。また、外構工事及び備品購入などを含めた総事業費は約２３億３,０００万円
となっています。 
平成２１年度の芦原中学校は、生徒数が３９９人、普通学級の編成は１学年が５

クラス、２学年が４クラス、そして、３年生が５クラスの計１４学級となります。 
単純に比較することは困難と思われますけれども、議員ご提案の総事業費１４億

４,０００万円余りの工事費での改築は不可能かと思われます。 
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また、金津中学校につきましても、体育館の改築は、朝日中学校と比較した場合、

解体工事等も発生することから４億３,２００万円での改築は困難であり、校舎につ
きましても、前回の改修では、電気、給排水設備及び備品などはほとんどが未着工

となっています。更に今回、耐震補強工事に３億６,５００万円程度の費用も必要と
判断されていることから、議員ご提案の６億１,８００万円での改修も不可能かと考
えます。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 
○16番(穴田満雄君)  今ほど、教育部長の方から数字を提示してくれました。皆さん、

これで何故やね、教育部長と私の数字が違うのかということだけ、皆さんにここで

お知らせしておきたい。と言いますのは、私の調べた数字は、あくまでも単純建築

単価であって、諸経費等は含まれておりません。ですから、ここで２億なり、３億

なりの数字の違いが出てくると、そういうことで皆さん、一つご理解をお願いした

いと思います。 

   それから、今、教育部長が言われました金津中学校ですね、金津中学校の校舎に

関しましては、私も先ほど言いまいたように６期に分けまして３億３千万円ほどで

やね、大規模改修をやっております。その中にいろいろな項目がやね、やってない

と、こういう話なんですけれども、先ほど来、話に出ておりますように平成１９年

の１０月１９日に出されました市長の財政状況見通しの中では、金津中学校は、６

億４千万円を懸けてやね、改修をやりますと、こういうふうになっていると思うん

ですよ、そうしますと今の教育部長の答弁ですと、それは、２年間経過しておりま

すから、その間諸々の事情が発生しましてやね、状況も変わってきているとは思い

ますけれども、あまりにもやね、ちょっと差が出すぎてきているんじゃないかと、

そういう感じを受けるんですけれども、これに対しましてやね、何か答弁があった

らお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、出店 学君 

○教育部長(出店 学君) 議員おっしゃるとおりでございまして、一定の経年変化がご

ざいます。それに伴いまして、やはり、その都度、その都度ご説明を申し上げてき

ましたけれども、やはり、大きな問題としましては、耐震補強工事が、かなりウエ

イトを占めるというようなことと、それから、リニューアルでの改修ということに

なりますと、この際、建築設備、それと外構工事もなるべくこの機会に工事を実施

したいというふうな考えが教育委員会の方にありますから、そういった金額の差が

出てこようかと、そういうふうに判断しております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  解りました。理解できます。それでね、私、先ほど言いました

ように越前町というのは、これも平成の大合併でもってやね、２つか３つの町がや
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ね、合併してできた新しい町だと、越前町の人口というのは約２５,０００程の人

口を持ってるんですね、そうすると、人口を比較してやりますと、あわら市は３１,

０００持ってると、６千人程の差があると、にもかかわらずですよ、にもかかわら

ず、それは統合中学校にしましてもやね、やっぱ、越前町は子供達のためにやね、

子供達のために教育現場をやね、教育環境を整備してやろうと、何はさておいても

整備しましょうと、こういう意気込みというやつはやね、我々も当然考えていかざ

るをえんのじゃないかと、それと冒頭にも申し上げました。芦原小学校の３年生、

４年生の子供達もやね、私らは、新しい中学校、新しい芦原中学校に入れるんだと、

こういう気持ちを持っております。ですからやね、理事者、あるいは、議員は当然

のこと、こういうことも念頭に入れたやね、やっぱり取り組みをして行かざるを得

ないと、私はこういうふうに考えます。ただ単に財政が厳しいから、あるいは他の

ことがあるからと、これだけで事が済まされるような問題じゃないと、私、常々言

ってますように市長の公約の中にもありました。第二の合併をにらんでやね、行政

を進めて行く上にもあたってもやね、やっぱり、あわら市は、財政は厳しいと、あ

わら市だけが厳しいだけじゃないんですよ、これ。全国的に厳しいんですわ。その

中からお金を工面すると、ましてや昔から日本の国は、これは、頭の良い国だと、

何故、頭の良い人がたくさんいるかと言ったら、これ教育に力を入れてきたからな

んですよ。ですからやね、やっぱり、何はさせておいても、教育環境の整備、これ

は当然のことじゃないかと、私は思っております。ですから、子供達が、あるいは、

子供達の夢、希望を裏切らないためにも、ただ単に耐震診断をやってやね、耐震補

強をしていけば良いんだと、一番、一番ですよ、安易な気持ちでもって、行政を推

し進めて行くと、こういう考えは、もちろん改めていただきたいと思いますし、我々、

議員も残すところ後６月３０日までの任期ですから、３ヶ月ちょっとしかありませ

ん。ですが、この間、残された期間、まだまだありますから、私は私なりに、もう

一回シュミレーションを為直しまして、次に議会に、次の議会に再度、芦原中学校、

金津中学校の整備問題ですね、これを取り上げて期待とこのように思っております。

ですが、くどいようですけれども、子供達は、あわら市の宝なんです。この宝物を

粗末に扱うようなことをやっって何がやね、あわら市が住み良くなるまちづくりな

んですか。やっぱり、子供達を大事に育てていくと、我々の宝物は、宝物として、

育てていくと、こういう気持ちを私は、いつまでも持ち続けていきたいなと、この

ように思っております。 

   これで、私の質問をここで終わります。 

 

◇坪田正武君 

○議長（東川継央君）  続きまして、通告順に従い、９番、坪田正武君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君）  ９番、坪田正武君 
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○９番（坪田正武君）  通告順に従い、９番、市政会、坪田正武、一般質問をさせて

いただきます。本日は多数の一般質問がエントリーされておりますので、前文は省

略させていただき、早速、本題に入ります。よろしくお願いをいたします。 

   先ず、一回目の質問をいたします。質問内容は、２年前の橋本市長、選挙時の公

約にした、私が目指すあわら市制、４項目についてであります。一項目、芦原中学

校及び金津中学校大規模改修を早急に着手し、全ての子供達に全ての先生の目が行

き届く学校規模を目指します。二番目、若い世代が住み、産み、育てたくなるまち

づくり、三番目、市民感覚で透明な行政運営、四番目、第二の合併を視野に、第二

の合併について市民の皆様と語り合いたいと思います。以上の公約に対しての実践

度は、また、この２年間の実態を踏まえて、軌道修正はあるのかをお尋ねいたしま

す。また、関連しまして現在、金津中学校のソフトテニス部は、毎日約３ｋｍの道

をランニングしながら、トリムパークまで雨の日も風の日も生徒がトリムまで行っ

たクラブ活動をしています。これは、いつまで続くのかをお尋ねします。 

以上、先ず、第一回目の質問を申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 坪田議員のご質問にお答えをいたします。 
まず、公約の２つ目「若い世代が住み、産み、育てたくなるまちづくり」につい

て申し上げます。 
   まちの活力と人口は密接に関連しており、人口の増、それも若年人口の増加は、

まちの活性化に直結します。こうしたことから、少子化と人口減少が進む現代にあ

って、あえて私は、この施策を掲げさせていただきました。 
   そして、その実現のため、就任２年目となる平成２０年度において、庁内横断的

なプロジェクトチームを立ち上げ、多角的に検討を行ってきたところです。 
   平成２１年度から新たに実施を予定している「乳幼児に対するインフルエンザ予

防接種の助成制度」や「勤労者のマイホーム購入資金に対する利子補給金の適用範

囲の拡大」、「ブックスタート事業」などは、こうした検討が実を結んだものです。 
   「若い世代が住み、生み、育てたくなるまちづくり」に関しては、引き続き新た

な施策の検討を行って参りたいと考えております。 
   続いて、「市民感覚で透明な行政運営の実現」について申し上げます。 
   透明な行政運営を実現するためには、市民の皆さんに正確でわかりやすい情報を

お知らせすることが必要です。 
そこで、平成２０年度は、その実現に向けて、各部ごとの重点目標を定めました。 

   各部長が、事務事業の洗い出しを行い抽出した重点目標は、昨年５月に公表し、

１０月には中間報告を行い、今月中には年間の達成度を公表いたします。長くなり

ますので、目標や達成度の詳細については省略いたしますが、こうした取組は、職

員の職務に対する緊張感を喚起し、結果的に入湯税の不適切な処理が明らかになる

など、透明な行政運営の実現に大いに貢献したと考えております。 
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 この取組も引き続き行いながら、行政運営の更なる透明性の実現に努めて参りま

す。 
 最後に、「第２の合併を視野に入れた行政運営」ですが、先の１２月定例会で山

口議員のご質問にお答えしたように、あわら市にとって必要なのは、合併を視野に  

入れた行政運営であり、合併を前提とした行政運営ではありません。 
   このため、次の合併に備えて調査研究を行わなければならないのは当然のことで

すが、合併することを前提に市政を運営することや、新たな行政単位移行のための

準備を始めることは、誕生５周年を迎えたあわら市にとって、適当ではないと考え

ます。 
   近い将来訪れることが想定される道州制への移行とともに、俎上に上るであろう

次なる合併については、市民の皆さんと十分議論を行ったうえで進めるべきであり、

こうした考えは、私の就任当初からいささかも変わってはおりません。 
なお、１点目の両中学校の整備事業に対する取り組みにつきましては、教育長か

ら答弁いたさせますのでよろしくお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君 

○教育長(寺井靖高君)  坪田議員の「芦原中学校及び金津中学校の整備事業に対する取
り組みについて」のご質問にお答えいたします。 
整備方針の経過については、先程、市長が穴田議員の質問に対し答弁させていた

だきましたので、再度の答弁は控えさせていただきますが、今後の方針については、

ご承認をいただいております整備方針のとおり、現在、学校の教職員など関係者の

意見を聞きながら基本設計を行っているところでございます。 
現在のところ、両中学校とも、平成２１年度内の着工、平成２３年４月の供用開

始を目指し、事務を進めて参りたいと考えているところでございます。ご理解とご

協力をお願いする次第でございます。 
   また、金津中学校部活動でのトリムパーク施設の利用につきましては、現在のと

ころ、ソフトテニス部及びハンドボール部が利用をしております。 
授業終了後、トリムパークまで走って行くことや、帰りは保護者の迎えが必要な

ことなどには問題があると承知をしておりますが、反面、市内の施設を有効利用し

ているという面もございます。 
今後、トリムパークの利用につきましては、再度学校内においても検討していた

だき、利用の是非を判断して参りたいと考えております。 
なお、今、学校整備を進めるにあたっては、中学校整備の中には、校舎及び体育

館の改修工事費のみとなっておりますので、テニスコートなどの整備等は含まれて

おりません。ご理解を賜りますようお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 

○９番（坪田正武君） はい、ありがとうございました。四つをですね、一件、一件ず
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っと問い詰めてやりますと、非常に時間がありませんので、ちょっとランダムに、

ちょっと質問をさせていただきますので、あっちいったり、こっちいったりします

ので一つご勘弁をお願いします。先ずですね、今、市長の公約で学校問題はですね、

これは市長の最大課題でありました２校存続が決定し、いろいろ協議の結果、リニ

ューアル提案で事が進んでおります。このまま一日も早くですね、実施設計に入り、

平成２３年４月の開校を迎えられるよう、今、教育長が答弁あったように望んでお

りますのでよろしくお願いをいたします。今、教育長の答弁の中にですね、トリム

パークに行く生徒のことで、何か市内施設を有効利用したいというようなことをち

らっと申したんですけど、具体的にどっかそういう場所があるのか、ないかを後で

結構でございますが、回答をお願いします。私が山室なもんでございますから、し

ょっちゅう生徒がですね、本当に雨の日も風の日もばらばらと言いますかね、授業

の終わり方によって変わるんでしょうけども、トリムまで来ております。非常に天

気が良い時は、本人らも気持ち良いんでしょうけども、やっぱ、雨の日もですね、

風の日もほとんど彼らはですね、傘差さないですね、特別、その冬の時ですね、そ

の防寒着も着ていないですね、若さですから、そのままいっちゃうんでしょうけど

も、別にトリムパークの中で彼等、テニスクラブやるんじゃなくて屋外ですから、

それ以上にまた濡れるんかなと、特に冬場になりますとですね、暗い４時か５時く

らい保護者の方がそれぞれマイカーで迎えに来ているのを見ますとですね、何かこ

う同じクラブ活動してても差があるのかなと、そんな思いがしますので、当面、難

しいなという話ありますけども、さっき申し上げた市内施設、云々とありましたん

で、これは一つ分かりましたらご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君 

○教育長(寺井靖高君) 今現在、金津中学校隣にありますＢ＆Ｇ体育館も施設でござい

ますし、また、いわゆる金津中学校ではございませんが、芦原中学校では、農業者

トレーニングセンターを使っておりますし、また、柿原グランドのテニスコート等

も使っております。そういうことでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 

○９番（坪田正武君） ちょっと、今の教育長は、非常に無理な答弁だったような気が

するんですね、ソフトテニスは屋外ですから、一番良いのは、トリムパークが一番

良いのが普通ですね、それが柿原行ってもですね、Ｂ＆Ｇは室内ですから、これは

剣道だとか柔道は使えるでしょうけども、屋外のものをどっかで使えるかなという

ことをあえて確認したかったんですけども、Ｂ＆Ｇもですね、それぞれいろなクラ

ブ活動が使ってますので、ちょっと、無理があるんかなという気がしますので、当

面、トリムパーク行くのも致し方ありませんけども、さっき申し上げたように、今

回の整備問題には、グランド等は含んでいませんって言ってましたけども、何らか

の形でですね、彼らにですね、ほんの学校の敷地内にそういった練習ができる場所
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を提供していただきたいなと、回答はいりませんけども是非、それは前向きな気持

ちでですねやっていただきたいと思います。 

   次ですね、若い世代が云々というのはですね、他の同僚議員が質問が後ほど出て

ましたので、これは、ちょっと割愛をさせていただきます。第二の合併を視野にと

いうことで、さっきの市長の答弁を見ましたけども、合併をしよう、いわゆる同じ

市になろうという市があった場合はですね、あの街はものすごく魅力がある街だか

らくっつけたいと、あの街はどうもちょっとこういうことがあるから、ちょっとい

まいち考えたいなと、そんなことが僕はあるんじゃないかと思うんですね、だから、

あわら市がですね、もっともっと魅力あるまちづくりを作ってですね、他の市から

是非一つ、飛び越えても良いから、街を一緒に合併したいと、そういったラブコー

ルが来るようなまちづくりにしないとですね、何にも声がかからないんじゃないか

なと、近いとこでは、石川県の野々市町はですね、非常にその金沢市からすれば、

人口も多いし、財政も豊かだから合併したいというけど、野々市町はしっかりして

ますからね、いわゆる金沢市との合併は、何か拒否しているそうですけども、そん

なまちづくりがあればですね、非常にありがたいなと思います。私、何が言いたい

かた言いますと、先日の福井新聞にですね、福井市が合併３年目でですね、旧美山

町、越廼、清水町の３町によるですね、市民意識調査を行ってデーターが出ており

ました。この中にいくつもあったわけですけども、合併してどんなことが出たかと

言いますとですね、いくつもある中で一つはですね、結論的に住民活動の参加機会

が減っている傾向がある、２番目に具体的には、地域行事の開催が減った、３番目、

一体感がなくなった、また、生活道路の改修等、細かな要望への対応が低下したと、

こんなことがありました。やっぱ、こういうことはですね、我があわら市でもです

ね、アンケートを取り、本当に市民は何を考えているんかということをするとです

ね、違ったものが見てくるんじゃないかと、こんなことを思って、橋本市長にです

ね、軌道修正があるのかという問いかけをしたんですけど、これに対して何かひと

つ、アンケートとか、そういうことがあるんかないのか、ちょっと、お尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 第二の合併を視野に入れてという公約について、坪田議員で４

人目か５人目のご質問になろうかと思いますけれども、議員さんの中からもそうい

う議論が徐々に徐々に出てきたということ事態がですね、私にとっては、大変、あ

りがたいことで、是非、これは議会の中でもですね、更に、これから議論を進めて

いただければありがたいなというふうに思っております。合併と言いますと、必ず、

メリット、デメリットがあります。デメリットの部分をなるべく押さえながら、運

営をしていくということが、合併後の市政に与えられた課題かなというふうに思っ

ております。これは、この前の合併５周年の時にも、ちょっと先ほど、大下議員も

ご紹介ありましたけれども、あの時も申し上げましたが、一般的にですね、合併を

するとやはり、行政範囲が広がりますから、その部分を市民と行政との関係が希薄
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になるのではないかとか、それから、いろんな地域での事業もですね、旧町単位の

時のような一体感が段々、薄れてきくるのではないかというようなことが一般的に

言えると思います。今、議員の方からご紹介があった福井市のあそこは、編入合併

だったと思いますけども、編入した地域でのご意見というのもあるほどそのような

ことだろうなというふうに私も思います。そういうことはなるべくないようにです

ね、できるだけの努力はしていかなければならないというふうに思っております。 

   今、合併後のことについてのアンケートなりをするつもりはあるかというご質問

ですけれども、今のところ合併５年経ったこれを機にですね、合併がどうであった

かということについてのアンケートは、ちょっと今、私は考えておりません。その

合併そのことのアンケートよりもですね、常日頃の行政に対する思いだとか、まち

づくりに対しての考え方を精一杯市民の皆さんから、あるいは議員の皆さんを通じ

てですね、お話を伺っていくということの方が今は大事かなというふうに思ってお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 

○９番（坪田正武君） はい、分かりました。参考までにですね、後ほど、八木議員が

何か質問になってましたけど、今、あわら市が地域型スポーツを目指そうとしてい

ますね、市民がですね、どの程度、スポーツに携わっているんかちゅうようなこと

をすでにアンケートを取ったんですね。これは、スポーツ課に後で教育部長の話が

あるのかしれませんけども、約３０％の回答でですね、ほとんどスポーツをしてい

ないと、やる人はしょっちゅうやっるんでしょうけども、やっぱアンケートを取っ

てみるとですね、やっぱ、いろんな見えないことが見えてくると、そんな思いがし

ますので、何か機会がありましたらですね、本当にあわら市民は、合併の事をどん

な事を思ってるのかなと、一つ我々が耳に入ってくるのはですね、旧金津町にあっ

たいろんな夏祭りだとか、夏のイベントそういうものが全く無くなって、いわゆる

旧金津町としてのですね、お互いの融和と言いますか、親睦が減ってしまったんや

と、旧芦原の方に行ってですね、湯かけまつりだとか、いわゆる北潟湖畔の観月の

夕べだとか、どうも旧金津のものが集まる場所がなくなったよと、是非、そういう

もの一つ復活してほしいと、そんな声もありますのでね、今年の予算を見ますとそ

ういうこと入っていませんでしたけども、そういうことも是非、市長はですね、考

えていただきたいなと、答弁はいりませんけども、是非、お願いします。 

   では、次に２番目のですね、質問をいたします。市長おでかけトークについて、

お尋ねをします。市長はお出かけトークを実践し、どのようなことが見えてきたの

か、また、トークの中身はどのような形で市民に反映しているのかをお尋ねします。 

   私は、お出かけトークは、悪いわけではありませんが、各地区の要望事項に対し

ての回答は、市政懇談会等で各部長より、口頭回答を貰いますが、私は、市長自ら

が現場を視察し、書類だけでなく現場を見て対応できないか、地元の関係者は、そ

れを望んでいるんではないかということであります。これに対して回答をお願いし
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ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 
市長お出かけトークは、各区や各種団体の方々とひざを交えて話し合うというも

ので、市民の皆さんから直接お聞きしたご意見やご提言を市政に反映させていこう

というものであります。 
   この市長お出かけトークの実施から見えてきたものや、市政への反映についての

お尋ねでありますが、実は、私が就任して現在まで、まだ２回しか実施をしており

ません。したがって、残念ながら現段階でその結果について申し上げることは難し

いものがあります。 
しかしながら、「市長お出かけトーク」のほかに、各地区や他の集会等に積極的

に出席しており、市民の皆さんが今どのようなことを行政に要望されているのかと

いう生の声を聞かせていただいております。 
ちなみに、平成１９年度では１５回、正確には把握しておりませんが概ね２５０

人あまりの皆さんと、平成２０年度では現在のところ６回、概ね１５０人の皆さん

と語らいの場をもっております。 
このような市民の皆さんとの直接対話というものは、市民の目線に立った行政運

営を進める上で大変参考になるものであり、私といたしましては、今後も積極的に

取り組んでまいりたいと思っております。 
   次に、各地区の要望事項でありますが、これは旧金津町のときから続けられてい

るもので、合併後、芦原地区からも要望書をいただくようになっております。 
   この要望書は、毎回同じような内容のものが沢山ありますが、今、各地区におい

てどのような課題や問題があるのかということを把握する上では大変重要なもの

であると思っております。 
回答につきましては、すべてを文書で行わせていただいている訳でありますが、

議員もご存知のように、土木関係の要望がほとんどであり、担当課においても現場

確認とその対応に苦慮しているところであります。 
   このような中で、市長自らが現場を視察して対応できないかということでありま

すが、現在のところすべての現場を視察することは、日々の私の日程の中ではなか

なか難しいものがあると思っております。 
   しかし、数多くの要望の中で、市民の皆さんの生活に直結する重要な案件につき

ましては、担当課とも十分協議して、要望に応えるよう努力しておりますので、よ

ろしくご理解をお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 

○９番（坪田正武君） はい、要望事項というよりもですね、私、いろんな市民からあ

るのはですね、もちろん、今、市長が申し上げた側溝整備だとか、いろんなそうい
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う問題があるんですけど、今、一番近いところはですね、実はカラス対応なんです

ね。これは、坂の下地係だとか、花乃杜、ここに本当に寒気するほどですね、カラ

スが夕方になると来ておりまして、そういった市民の方から、何とかしてくれとい

うことで声もありますし、現に市の関係にもお話をした話があるんですけども、ほ

とんど焼け石に水という言い方はおかしいけども、なかなか、対策ができていない

んで、これをちょっと後で回答いただきたいということですね。もう一つですね、

市長、これね、昔の今立町長の若泉征三さんという町長がいらっしゃって、市長ご

存知だと思うんですけど、あの方は、要望書が着ますとですね、関係職員と一緒に

各集落の関係者、区長さんとこへですね、３ヶ月くらいかかってですね、ピンポイ

ントでずっーと回って歩くんですね、ああいう方ですから、すぐやれ、やれという

ことで即断するんでしょうし、そこに一緒に携わった区長さんなんかは、これはあ

りがたいということなんですけど、後で職員に聞きましたらですね、町長の感覚で

どんどんやれやれっと言ったけど、やっぱ、予算なり、いろんな手順もあるし、順

番もあるんでなかなか苦慮したということがありましたけども、本当に悩みを直接

町長が見てくれたっちゅうことで、やっぱり、すぐやらなくてもですね、安心する

ということがあると思うんですね。やっぱ、口説きなんですね、これは、例えが良

いのかわかりませんけれども、お嫁さんがですね、たまに盆やお正月に実家に帰っ

てきてですね、自分の母親に先方の姑さんなり、家族の愚痴をこぼすと、どうにも

ならないんだけども、真剣にその母親なり、その身内のものが聞いてもらえるとで

すね、何か肩の荷が下りたなと、また、それを起爆剤にして、また、嫁いだ先へ行

く。そんなこともあるんではないかなと、最近は、若い子は別居が多いですから、

一概に言えませんけども、やっぱり、姑さんなんかと暮らしているお嫁さんはです

ね、やっぱ、帰ってくると口説きを母親に言うと、母親はですね、それがあたり前

なんやと、それが一つ試練だということとでですね、娘に言い聞かせて、また、帰

ると、それと同じようにですね、市長も現場へ行って見ていただいて、いや、実は

こんなんで、実はもうちょっと待ってくれと、市長自ら声を聞くと、地元のものも

そうかと、市長の苦しい顔を見ればそれ以上言われんなと、一つのパフォーマンス

も必要だし、そういったことを一つ、今後できないんかなと、ちゅうことや、机上

の論懸けより、やっぱ、百聞は一見にしかずで、現場へ行って見るとですね、思い

もよらない現場が見えてきますのでね、是非、それは時間を作っていただいて、実

践していただきたいたなと、こんな思いがしますので、それを含めた例のカラス対

応の方から一つよろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 今、坂ノ下のカラスの件でございますが、実は、私が議員時代

にも、近くの住民の方から苦情が寄せられて、私も当時、担当課へ行っていろいろ

話をして大変、苦慮したと聞くことがございます。そのことにつきましては、また

担当部長の方から答弁させますが、２点目のいろんな市民からの要望があることに




